
政府間財政関係の政治経済学

佐藤 主光＊

要 約
「規範的公共経済学」に従えば，政府間財政移転には財政的不公平や財政的外部効果に

起因する「分権化の失敗」（Decentralization failure）を是正するという機能がある。そこで

は財政移転は分権化のメリット（地方の主体的行財政運営）を確保しつつ，そのコスト（財

政的外部効果・不公平）を最小化するという意味で，地方分権を補完する役割を果たすの

である。規範的公共経済学が想定している中央政府（国）は社会厚生の最大化のために自

身の権限（ここでは政府間補助金のデザインと執行）を用いる「慈悲深い専制君主」とみ

なされる。しかし，現実の政治（政策決定・執行過程）を通じて実現する財政移転がそう

した規範的役割を充足するとは限らない。政権政党は「一票の重み」が大きいという意味

で政治的に重要な地域に重点的に補助金を配分するだろうし，中央官庁は自身の補助金予

算の最大化をはかるだろう。規範的には外部性の内部化や協調を促すはずの Spending

powerも国による地方への過度な関与を招いて地方の自治・主体性を損なう可能性がある。

加えて，地方政府や関連する利益団体（例：農業や建設業団体）は補助金獲得を目指して，

ロビー活動（レント・シーキング）を行うだろう。結果的に補助金は特定の地域のみに利

益をもたらすような公共事業の財源に充てられ，その負担は国民全体が負うことになる。

また，補助金を通じた国と地方の密接な財政関係は地方が財政危機に陥ったとき，国が最

終的に救済する「事後的裁量」を国に与えかねない。地方政府は自分たちの財政運営に自

らが責任を持つわけではなく，いざとなれば国に責任を転嫁できると考えるため，自ら進

んで財政の効率化を進めようとは思わなくなるだろう。有権者たる地域住民も“自分たち

のポケットから支払うわけではない”地方支出の使途や効率性には関心を払わないかもし

れない。

政府間財政移転に限らず公共政策は政治的に選択されるものである以上，効率・公平よ

りも政治的利益が政策に反映されるのは当然であろう。現実の公共政策は社会計画者（so-

cial planner）による社会厚生最大化問題の「最適解」ではなく，それに関わる政治家，官

僚，利益団体等様々なステイク・ホルダーの選択と相互作用の帰結たる「ゲームの均衡」

として実現するものなのである。本稿の目的は，この政治過程への政治経済学的分析の研

究を概観することにある。現実の政府間財政移転の規範分析からの乖離の要因を明示した

上で，政党間競争を通じた戦略的補助金配分，地方政府による補助金陳情（レント・シー

キング），政治家による利益誘導，「ソフトな予算制約」問題について説明する。また，財

政移転制度の改革を政治ゲームのルールの変更として捉えた上で，その政治経済学的側面

にも言及する。
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Ⅰ．序論

昨年１２月に地方分権改革（三位一体の改革）

は一応の決着をみた。平成１８年度までに義務教

育費国庫補助負担金（８４６７億円），国民健康保

険国庫負担金（６８６２億円）を含む３兆１，１７６億

円あまりの国庫補助負担金が税源移譲向けに廃

止・縮小され，平成１８年度税制改正において所

得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲

を実施するとした。併せて，「所得税と個人住

民税を合わせた個々の納税者の負担を極力変え

ない」よう税率構造を調整の上，個人住民税所

得割の税率を１０％（道府県民税４％，市町村民

税６％）でフラット化することになった。（平

成１８年度は暫定措置として税源移譲は所得譲与

税による。）また，地方交付税についても，１

兆円規模で「ハードからソフトへの決算乖離の

一体的是正」を施すとともに，総額も前年比９９００

億円削減の１５兆９千億円程度に抑制した。

本来，「地方が自らの支出を自らの権限，責

任，財源で賄う割合を増やすとともに，国と地

方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構

築」（基本方針２００４）するべく三位一体の改革

が推進されてきた。「地方の裁量を高め自主性

を大幅に拡大する」とともに「国・地方を通じ

た行政のスリム化」を実現するべく，国庫補助

負担金の改革が求められ，交付税についても「地

方団体の改革意欲を削がないよう…地方の歳出

を見直し，抑制する」方針が打ち出されていた。

では，今回の三位一体改革は地方の主体性と財

政責任の拡充をもたらすものだったのだろう

か？総務省は，「国庫補助負担金を廃止し，税

源移譲に結び付けることが改革の基本」とし，

「単なる補助率の引き下げは，（地方の）自由度

の拡大につながらず改革対象とすべきではな

い」と主張していた。しかし，義務教育費国庫

負担金は負担率を現行の２分の１から３分の１

へと「補助率の引き下げ」で終わっている。公

共投資関係の補助金については「建設国債が財

源で，そもそも移譲するべき税源が存在しない

こと」との財務省の反対もあり，廃止・税源移

譲なされなかった。そもそも義務教育の場合，

国庫補助負担金が削減されても，教員の配置や

定数を定めた「標準法」（「公立義務教育諸学校

の学級編成および教職員定数の標準に関する法

律」）や関係法令による是正の要求，勧告等を

通して国の関与は続く１）。地方の首長が義務教

育を一方的にカットすることが認められている

わけではない。全国一律な教育サービスが維持

される代わり地方の裁量が拡大するわけでもな

いようだ。さらに義務教育，国民健康保険など

「義務的事業」については「財源保障」のため，

交付税の基準財政需要が総額される仕組みにな

っている。これは「地方財政計画」において国

が財源保障の対象とみなした事業（公共サービ

ス）のうち，国庫補助負担金で財源保障されな

かった部分は交付税で面倒をみる仕組みになっ

ているからである２）。さらに，総務省は税源移

譲に伴う地域間財政力格差の拡大を極力さける

べく，「税源移譲等に伴う増収分は，当面（交

１）標準法第１９条「文部科学大臣は公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るた
め必要があると認められたとき，都道府県に対し，学級編成の基準又は公立の義務諸学校におかれている教
職員の総数について報告を求め，および…指導又は助言することができる。」
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第４８条「文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し…都道府

県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため，必要な指導，助言又は援助を行うことができる。」
２）地方自治法第２３２条第２項「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務
付ける場合において，国はそのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。」
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付税の）基準財政収入額に１００％算入（通常７５％）

し，交付税の財源保障・調整機能を適切に発揮

すること」とした。結局のところ，国庫補助負

担金が X億円削減されても，（それが地方財政

計画で必要経費とみなされる限り）同額が基準

財政需要に参入され，交付税が X億円増加す

る。Y億円の税源移譲がなされても，同額基準

財政収入が増すため，交付税が Y億円減少す

る。つまり，交付税を通じて，地方自治体の財

政があまり変化しないように「辻褄あわせ」が

なされているに過ぎない３）。

我が国の地方分権に関わるステイク・ホルダ

ーは様々である。中央政府内では，地方への権

限や補助金予算を守ろうとする補助金所管省庁，

財政再建に向けて公共投資関係補助金など削減

可能な支出項目は手元に残し，税源移譲を極力

回避しようとする財務省，交付税の財源保障・

財政調整機能を維持しようとする総務省といっ

た中央官庁の間で利害対立がある。地方自治体

も一枚岩ではない。一口に地方分権といっても，

交付団体が求めているのは支出サイドの分権化

（支出への裁量の拡充）であって，国の財源保

障の縮小には反対する４）。一方，不交付団体は

税源移譲による収入サイドの分権化を志向する。

さらに，補助金に対して既得権益を有する政治

家が加わってくる。実現した三位一体改革は，

こうしたステイク・ホルダーの対立と妥協の産

物，つまり分権化の政治ゲームの帰結といえる

だろう。それは分権改革の本来の意図（地方の

主体性と責任の拡充）からは程遠いものになっ

ている。

「辻褄合せ」の交付税を巡っては様々な議論

がある。「財源保障機能は，歳入と歳出の差額

を補填しているので，歳出拡大に対する地方の

負担感を希薄に」５）する結果，地方のモラル・ハ

ザードを助長，地方の自立を阻害している。あ

るいは交付税総額の算定根拠となる「「地方財

政計画に計画―実行―評価」の透明な改革プロ

セスが確立して」おらず，「地方財政改革策定

段階で，国が財源を保障すべき経費の内容，実

額等について必ずしも十分な検証が行われてい

ない」６）といった批判がある。一方で，「地方交

付税に関して…モラル・ハザードを生じさ…た

との意見があるが，…あくまでも標準的な財政

需要に必要な財源を保障する制度であり，その

ような意見はあたらない」（地方財政審議会（平

成１６年度５月）），そもそも「公共事業は，地方

団体が「勝手」に行っているものではない。い

３）無論，国庫補助負担金改革のうち「スリム化」（事業の廃止・縮小）対象となった分（４７００億円あまり）
については財源保障が継続されない。

４）「税源移譲が行なわれても，移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財財源措置すべき額に満たない地方公共
団体については，地方交付税…を通じて確実に財源措置を行なう」べき（地方六団体（平成１６年８月）

５）「地方の自立のための改革に関する基本的な考え方」経済財政諮問会議谷垣財務大臣提出資料（平成１６年
８月）

６）「三位一体改革の推進に向けて」経済財政諮問会議民間議員提出資料（平成１６年８月）

表１ 三位一体改革のステイクホルダー

税源移譲 交付税改革 国庫補助負担金改革

中央官庁 補助金諸官庁 反対

総務省 賛成 財源保障を堅持 賛成

財務省 公共事業補助金を財源
に回すことに反対

抑制

地方自治体 交付団体 賛成 財源保障の堅持 賛成

不交付団体
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ずれも，国が予算に計上したものである。（中

略）地方団体が要望したのは事実であるが，各

事業の場所と規模・内容を決めたのは，国であ

って地方団体ではない」（岡本（２００２））と交付

税制度を擁護する見解もある。

いずれも①現行の地方交付税制度に改革の余

地があること，②交付税の算定基準が複雑，に

なり過ぎたことについては共通認識があるよう

に思われる。しかし，①交付税・地方歳出の膨

張の原因や②地方自治体への財源保障の継続の

是非については意見を異とする。交付税擁護論

は「地方財政計画の歳出は…国が決めた教育・

福祉などの実現であり，国が期待する公共投資

の実現」（岡本（２００２））であり，「国庫補助関

連事業，国が法令で基準を設定しているもの，

国が法令でその実施を義務付けているものが地

方の歳出の大半」（総務省）として地方歳出が

拡大した原因は国の要請による（地方の裁量は

限定的だった）としている。地方行財政に対す

る中央の統制を強調するアプローチは，「集権

型分散システム」（神野・金子（１９９８）），ある

いは「垂直的行政統制モデル」（村松（１９９８））

として知られている。しかし，平成１４年度の決

算と計画の比較によれば，「（投資的経費につい

て）地財計画額が，実際の執行額を５兆円上回

っている過大推計」（財務省）とされている。

浮いた財源は地方公務員の人件費のほか，結婚

仲介報酬金，男女交流会，職員互助会，海外旅

行奨励金，生活保護世帯への上乗せ補助（いず

れも一般行政費単独）等に流用されていたこと

が指摘されている。計画ベース，補助事業につ

いては国のコントロールが利いていても，決算

ベース，単独事業でみると地方に全く裁量がな

いわけではないことが分かる。無論，交付税は

「一般補助金」であって地方独自に使途が決定

できるという反論もあるだろう。地方財政計画

と決算との乖離は「国に先んじて公共投資の抑

制に展示，教育，福祉・・など住民生活にとっ

て不可欠な行政分野に予算を重点的にシフトし

ている」７）結果とする向きもある。しかし，地方

財政計画に計上されなかった経費はそもそも国

が必要と認めなかったものとすれば，「ハード

からソフトへの決算乖離の一体的是正」して，

地方財政の実態を追認する必要もないはずだ。

その「建前」は「地方団体が自主的に…行政

を執行する機能をそこなわず，その財源の均衡

化を図り，及び地方交付税の交付基準の設定を

通じて…地方自治の本旨の実現…地方団体の独

立性を強化することを目的とする」（地方交付

税法第１条）ものの，「実態」については批判

が多い。財源保障が「地方の財政運営にモラル

・ハザードをもたらしている」面のみならず，

「国庫補助事業に限らず地方単独事業について

も，地方債と地方交付税を使った政策誘導」（神

野・金子（１９９８））は地方の主体性を損ねかね

ない。

政府間財政移転に限らず，公共政策は政治的

に選択されるものである以上，効率・公平より

も政治的利益が政策に反映されるのは当然であ

ろう。現実の公共政策は社会計画者（social plan-

ner）による社会厚生最大化問題の「最適解」

ではなく，それに関わる政治家，官僚，利益団

体等様々なステイク・ホルダーの選択と相互作

用の帰結たる「ゲームの均衡」として実現する

ものである（（Dixit（１９９６））。Inman（１９８８）

は米国の政府間補助金制度の実態は外部効果の

内部化や財政的公平の改善といった規範的観点

からはかけ離れており，むしろ，政治経済モデ

ルの説明力の方が高いとしている。本稿の目的

は，この政治過程への政治経済学的分析の研究

を概観することにある。第Ⅱ節では現実の政府

間財政移転の規範分析からの乖離の要因につい

て考える。第Ⅲ節では政治経済学モデルとして

政党間競争を導入する。地方政府による補助金

陳情（レント・シーキング）や政治家による利

益誘導については第Ⅳ節，第Ⅴ節で述べる。「ソ

フトな予算制約」問題として知られるコミット

メントに関わる問題については第Ⅵ節で説明す

７）地方財政審議会（平成１７年６月）「地方税財政改革の推進に関する意見」
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る。第Ⅶ節は財政移転制度の改革を政治ゲーム

のルールの変更として捉えた上で，その政治経

済学的側面に言及する。

Ⅱ．政府間財政移転の経済学

Ⅱ－１．マスグレイブ対ブキャナン

以下では政府間財政移転に関する異なる２つ

の見解を示したい。地方分権は「オーツの分権

化定理」（地域独自のニーズや選好を反映した

公共財・サービス供給の実現）として知られる

便益をもたらす一方，（衢）住民の地域間移動（「足

による投票」），（衫）地域間スピルオーバーを伴う

公共財（例：教育や医療・福祉など）供給，あ

るいは（袁）地方政府（自治体）の課税自主権の行

使による財政的外部効果（例：租税輸出，租税

競争）が資源・人口配分を非効率化しかねない。

地域間で財政力格差が著しければ財政的不公平

も生じるだろう。「規範的公共経済学」に従え

ば，こうした「分権化の失敗」（Decentralization

failure）を是正する手段として政府間財政移転

が不可欠となる。財政移転は分権化のメリット

（地方の主体的行財政運営）を確保しつつ，そ

のコスト（財政的外部効果・不公平）を最小化

するという意味で，地方分権を補完する役割を

果たす。また，国と地方との間での政策協調を

促したり，教育や医療といった重要な公共サー

ビス（「メリット財」）のナショナル・ミニマム

（あるいはスタンダード）を財源保障したりす

るためにも，財政移転が重要になってくるので

ある（Boadway and Hobson（１９９３））。ただし，

規範的公共経済学が想定している中央政府（国）

は社会厚生の最大化のために自身の権限（ここ

では政府間補助金のデザインと執行）を用いる

「慈悲深い専制君主」，あるいは「共同事業に従

事し，社会的共存の問題を解決するために，ま

た，民主的かつ公平な仕方でそうするために形

成された個人の連合」（ブキャナン＝マスグレ

イブ（２００３，p.３８））とみなされる。

一方，「公共選択論」は国であれ，地方であ

れ政府は，さもなければ市民の厚生を損ねてで

も自らの利益を追求する主体（リバイアサン）

であると考える（Brennan and Buchanan（１９８０））。

「政治家および官僚は，彼らが（公共選択にお

ける）代理人の役割を想定するとき，聖人には

ならない」（ブキャナン＝マスグレイブ（２００３，

p.１４９），括弧は筆者追加）のである。この場合，

租税競争や「足による投票」を含めた政府間競

争はこうした政府の独占的課税権に制限を課す

上で有効され，地方分権は政府間競争を促進す

るという観点から奨励されるべきものとなる８）。

民間企業間の競争が価格の引き下げをもたらす

ように，政府間競争は住民の税負担の軽減をも

たらすだろうからだ。仮に国や地方の集める税

収が住民に還元されない（彼らの受益となるよ

うな公共財・サービスの提供に当てられない）

ならば，税負担の低下は常に住民厚生の改善と

なる。この観点にたてば，政府間財政移転は住

民に利益に適ったものにはならない。却って国

や地方が「共謀」する政策手段となって公共部

門の膨張をもたらしかねないからだ。

Ⅱ－２．実証分析対規範分析

現実の政府間財政移転は経済合理性ではなく

政治的利益が優先したものである。政権政党は

「一票の重み」が大きいという意味で政治的に

重要な地域に重点的に補助金を配分するだろう

し，中央官庁は自身の補助金予算の最大化をは

８）もっとも Keen and Kotsogiannis（２００３）は分権化で国と地方の双方が課税権を行使するようになるならば，
垂直的外部効果により均衡における国税，地方税の負担総額がかえって高まるとしている。
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かるだろう。規範的には外部性の内部化や協調

を促すはずの Spending powerも国による地方

への過度な関与を招いて地方の自治・主体性を

損なう可能性がある。加えて，地方政府や関連

する利益団体（例：農業や建設業団体）は補助

金獲得を目指して，ロビー活動（レント・シー

キング）を行うだろう。結果的に補助金は特定

の地域のみに利益をもたらすような公共事業の

財源に充てられ，その負担は国民全体が負うこ

とになる。これは自分たちの受益を他人の負担

で得ているという意味で「応益原則」に反して

いる。また，補助金を通じた国と地方の密接な

財政関係は地方が財政危機に陥ったとき，国が

最終的に救済する「事後的裁量」を国に与えか

ねないし，そうした事前的期待と事後的な政治

的プレッシャーを招きかねない。地方政府は自

分たちの財政運営に自らが責任を持つわけでは

なく，いざとなれば国に責任を転嫁できると考

えるため，自ら進んで財政の効率化を進めよう

とは思わなくなるだろう。有権者たる地域住民

も“自分たちのポケットから支払うわけではな

い”地方支出の使途や効率性には関心を払わな

いかもしれない。結果として住民による地方政

府への規律づけは失われるだろう。

規範的公共経済学と公共選択論の相違はイデ

オロギー（価値観）の違いというよりも，分析

の視点の違いと理解するのが妥当であろう。前

者は，経済合理性を追求する上で，ある「べき」

政府間補助金制度を示すことによって，「現実」

の制度を評価するベンチマークとして政策提言

の方向性を与えるものである。とはいえ政策提

言の政治的実行可能性を確保するには，現実の

政治過程や既得権益といった政治制約も規範分

析に織り込まれるべきという見解もあるだろう

（政治過程を織り込んだ財政学を巡る議論につ

いてはWiner and Shibata（２００２）を参照）。望

ましい政策のデザインを導く最適化問題に通常

の資源・技術制約や（セカンドベストで課され

る）非対称情報，民間主体の誘因といった経済

制約のほか，「政治的実行可能性」を制約に加

えるということだ。しかし，政治制約自体が外

生的ではなく，現状の政策・制度から生じてい

るという意味で内生的である，例えば，手厚い

補助金制度の結果，その補助金に依存する地方

政府が増え，それらが補助金改革に反対する利

益団体を形成しているとすれば，その既得権益

は与件ではなく，補助金政策の帰結とみなせる

だろう。結果を所与とした提言は現実的であっ

ても，妥協が過ぎるといえる（Boadway（２００２））。

以下では補助金の政治経済学の理論・実証研究

を概観するが，その政治経済均衡（politico eco-

nomic equilibrium）については規範的公共経済

学の観点からの評価も施すものとする。実際，

政治的には望ましくとも経済合理性に適わない

補助金制度の経済的帰結は好ましいものではな

い。具体的には経済成長を損なったり，所得分

配を著しく不公平なものにしたりしかねない。

重要なことは，政治的目的を達成する過程で生

じうる甚大な経済的損失（Collateral Damage）

を回避することにある（Bird and Smart（２００２））。

換言すれば政府間補助金の決定過程や関連する

ステイク・ホルダーらの行動を規定する「ゲー

ムのルール」としての制度設計のあり方が問わ

れるのである。

表２ あるべき補助金対ある補助金

特定補助金＝国庫補助負担金 一般補助金＝地方交付税

規範的 外部性の内部化
ナショナル・ミニマムの確保

財政的公平の改善

実態 国の過度な関与
地方へのばら撒き・陳情合戦（レント・シ
ーキング）

国の政策誘導（補助金化）
地方予算の「ソフト化」

政府間財政関係の政治経済学
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Ⅱ－３．規範からの逸脱

現実の財政移転が規範的なそれから乖離する

のは，規範的公共経済学で明示的，あるいは暗

黙裡に想定されている仮定のいずれかが満たさ

れていないためである。これは現実の経済にお

いて「厚生経済学の第１基本定理」（市場均衡

はパレート効率的）が成立しない（市場が失敗

する）のは，市場が理想的に機能するための条

件（外部性の欠如，完全競争など）のいずれか

が欠けているのと同様である。政府が失敗する

のも政府が理想的でないからに他ならない。本

稿が重視する規範的公共経済学の仮定は表３に

リストアップしたとおりである。これらの仮定

は中央政府に関するものであることに留意して

もらいたい。

第１に，これまでも強調してきたように中央

政府は社会厚生を追求する「慈悲深い」（Benevo-

lent）主体と仮定されている。政治家・官僚の

私的利益の追求は，有権者（国民）との間に利

益相反（エージェンシー）問題を引き起こすだ

ろう。無論，社会厚生に織り込まれる公平感（不

平等回避度）について社会的なコンセンサスの

あることが前提になる。（さもなければ，どの

社会厚生を最大化するべきか，慈悲深い政府に

とっても明らかではないだろう。）なお中央政

府が本質としては「利己的」であったとしても，

公共選択論が仮定するリバイアサンのように有

権者らの利益に常に反するような行動をとると

は限らない。民主主義の下では有権者による投

票や監視を通じた規律づけが機能しうるからだ。

Ⅲ節では得票の最大化を目指す政党間競争の帰

結としての地域間財政移転について説明する。

財政移転は社会厚生の増進ではなく，各政党の

自己利益（得票）を追求するよう戦略的に用い

られる（Tactical use）にも関わらず，政党間競

争は政策のパレート効率化をもたらすことが示

される。政治競争にさらされた政党・政治家ら

は有権者に対して便宜をはかることで票を獲得

しようとするからだ。慈悲深い政府は「仮定」

ではなく政治競争モデルの「結果」として実現

しうるわけである。本稿では政府の失敗の原因

は多元的で，政府の利己主義のみに帰せられる

ものではないと考える。

第２の条件は中央政府が単一の意思決定主体

として振舞うことである。ここでは政策に関わ

る異なったステイク・ホルダー（政治家，官僚）

間の利害対立が捨象されている。一般補助金，

特定補助金を含め中央レベルに属する全ての政

策手段は単一の目的のために「最適化」される

のである。セカンドベスト問題における最適課

税論（ラムゼールール）も政府が慈悲深いだけ

ではなく一主体として政策目的（社会厚生）の

増進をはかることを仮定している。さもなけれ

ば各々異なった便益とコストを有した政策手段

（税や公共支出）を経済全体の厚生を最も高め

るよう組み合わせることはできないだろう。（無

論，政策間で外部効果がない限り，政策決定が

分権的になされても問題はない。）公共選択論

のリバイアサンモデルも，税収の最大化が唯一

の目的であるという意味で，政府が単一の意思

決定者であることに変わりはない。さもなけれ

ば，実現する財政移転政策は利害当事者（補助

金諸官庁や地方利益の代弁者）の妥協の産物で

あるか，あるいは，他の制度・政策と協調され

ることがない。規範的公共経済学に反して，「集

権化」（中央レベルでの政策決定）は政策に伴

う外部性の内部化には繋がらず，ステイク・ホ

ルダー間で「協調の失敗」（囚人のジレンマ）

をもたらしかねない。本稿では複数の利害当事

者が補助金政策に関わるという意味で「多元主

義」的政策決定プロセスとその帰結として，Ⅳ

節では地方政府が中央政策の影響力を行使する

レント・シーキング活動を，Ⅴ節では中央政府

内部で権限が分散した「利益誘導政治」（Pork

barrel politics）の理論と実証分析を概観する。

第３の条件は国が一旦決めた政策にコミット

メントすることである。仮に事後的（場当たり

的）に裁量を行使して，事後的観点から最適化

をはかるならば，事前にアナウンスされた政策

への信任を損ないかねない。これは「時間整合

性問題」と呼ばれる。不良債権を抱えた銀行や

財政難に陥った地方政府への救済措置などは，

政府間財政関係の政治経済学
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（通常，自己責任を求めた）事前のルールから

の乖離であり，国のコミットメントの欠如によ

るものとしてされることが多い。国による政策

の事後的最適化は，経済状態（例：不良債権の

蓄積，地方債務の累積）が確定した「事後」に

は望ましくとも，その状態が生じる以前の「事

前」の段階では，事後的裁量を見越した主体は

事後的政策が自らに有利になるよう「機械主義

的」に振舞う誘因を持つかもしれない。結果と

して，さもなければ（事後的救済がなければ）

実施してたであろう不良債権の処理や財政再建

が遅滞するだろう。事後的最適政策は事前の誘

因を歪めてしまうのである。Ⅵ節では政府間財

政関係におけるコミットメント問題として「ソ

フトな予算制約」問題を取り上げる。ここで次

の２点に留意してもらいたい。コミットメント

問題は国が慈悲深いか利己的かに関わらず生じ

る。国が社会厚生最大化を目指していても，そ

れが事後的観点から裁量を行使したものである

ならば，事前に歪んだ（機会主義的）誘因効果

をもたらす。これは「サマリア人のジレンマ」

としても知られる通りである。加えて，中央レ

ベルで政治的に強いリーダーシップが発揮され

ているとしても，自身の事後的選択を事前に制

限できない（異時点間で一貫性に欠如している）

限り，この問題を回避できるわけではない。

次節以降では，表３にある仮定のいずれかが

満たされない状況で生じる財政移転の政治経済

学（規範からの逸脱）について検討する。

Ⅱ－４．政治ゲームとしての政府間補助金

本稿における財政移転は社会厚生最大化問題

の「最適解」ではなく，政治ゲームの「均衡解」

として実現する。このゲームのプレーヤー（ス

テイクホルダー）は政党・政治家，中央官僚（補

助金諸官庁），地方政府などを様々である（表

４）。次節で詳述する政党間競争は Dixit and

Londgregan（１９９８a）に従い，中央，地方の各

レベルにおいて政権獲得を目指して競合する二

大政党をプレーヤーとして想定する。中央レベ

ルでの政治競争のほか，国政と地方政治の相互

依存関係が織り込まれる。具体的には中央政党

は互いにはナッシュ・プレーヤーであるが，地

方政党に対しては先手（シュタッケルベルグ・

リーダー）として振舞うことが仮定される。こ

こでは対人給付が地方政党の，地域間財政移転

が中央政党の得票最大化のための戦略的手段と

なる。第Ⅳ節のレントシーキングモデルでは地

方政府が陳情や政治圧力などを通じて国の補助

金政策に働きかける。このゲームのステイク・

ホルダーは互いに競合する地方政府であり，国

は彼らの common agentと見なされる。利益誘

導政治（第Ⅴ節）においては，中央レベルの政

治家（議員）が地元利益の代弁者として振舞う

こと，同レベルの政策決定が分散化しているこ

とが想定される。財政当局が主体的な役割を果

たすことはなく，各政治家が独立に中央財源か

ら補助金を引き出し，地元にばら撒くのである。

「縦割り行政」によって特徴づけられるわが国

表４ 政府間補助金モデル

政治経済モデル ステイク・ホルダー

利己的政府 政党間競争モデル 政治政党

国の政策決定の分散 レント・シーキング 国・地方

利益誘導政治 中央政治家，省庁

コミットメントの欠如 ソフトな予算制約
ホルドアップ問題

国・地方

表３ 規範的公共経済学の仮定

（１）中央政府は慈悲深い
（２）中央政府は単一の意思決定主体として振舞う
（３）中央政府は政策にコミットできる。
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においては，政治家に加えて補助金諸官庁がこ

のゲームのプレーヤーといえるだろう。第Ⅵ節

のコミットメント問題では国と地方の垂直的財

政関係に焦点をあてる。中央は地方のプリンシ

パルであるが，展開型ゲームの意思決定の順序

でみると後手として位置づけられる。逐次合理

的な中央政府が，債務の累積等，地方財政の現

状を与件として政府間財政移転を最適化するの

に対して，地方は（戦略的展望を有するならば）

そうした国の事後的最適化行動を織り込んで，

事前の選択を行うことで「サブゲーム完全均衡」

が実現する。

Ⅱ－５．政府間関係対政府内権力構造

本稿のテーマは政府間財政関係の政治経済学

であり，政府間，地域間の利害対立が主たる関

心事である。しかし，公共選択に伴う対立は地

域「内」でも生じうる。中央政府同様，地方政

府も「慈悲深い」と考えるべき理由はない。地

方分権とは「悪い中央政府」から「善良な地方

政府」への権限委譲を意味しないのである。

確かに住民に身近な地方政府には住民による

民主的コントロールが発揮されやすいかもしれ

ない。Seabright（１９９６）によれば，有権者の投

票行動は中央政府よりも地方政府の方をより効

果的に規律づける（非効率な財政運営を行った

首長は再選しない）ことができる。これらは地

方政府のアカウンタビリティーを改善させるも

のと期待される。しかし，同時に地方政府は特

定利益団体とも「身近」である（Tanzi（１９９５））。

途上国，移行国において民主化の促進を目指し

た分権化が，その意図に反して地方の政治家・

官僚の汚職を増長してきたという指摘もある。

地方分権と政府のアカウンタビリティーとの関

係については多くの実証研究があるが，結論は

確定的ではない（Fisman and Gatti（２００２））。

「足による投票」（住民の居住地選択）や「ヤ

ード・スティック競争」（パフォーマンス比較）

が政府間（地域間）競争を喚起するならば，地

方政府を規律づけて住民厚生の増進に努めるよ

う誘因づけるだろう。これは競争的市場におい

て利潤の最大化を目指す企業が顧客に奉仕する

ことでそれを達成しようとするのと同様であ

る９）。しかし，政府間競争が機能するためには，

住民が自身の居住地や比較対象とする他地域の

行財政について完全な情報を有していることに

加えて，住民自身が財政運営のコストを負って

いることが不可欠である。さもなければ，効率

的な財政運営に関心を払わなくなるだろうから

だ。

政府間補助金は受益と負担を乖離させること

で住民のコスト意識を希薄にし，地方政府への

規律づけを弛緩しかねない１０）。住民の地方財政

への無関心は「財政錯覚」を生じさせ，地方政

府が自らの利益を優先させる余地が生じるだろ

う。財政・予算に関する情報・知識の優位性や

議題設定の権限（agenda setting power）を利用

して住民（中位投票者）が選好する水準以上に

支出を拡大させる「フライペーパー効果」はそ

の一例と考えられている（Bailey and Connolly

（１９９８））１１）。

９）ただし，非居住者に対してはアカウンタブルではないため，租税競争や公共支出などに伴う財政的外部効
果は内部化されない。

１０）住民が支出の最後の一ドルを負担する限り，「限界的」財政責任が充足されるという意見もあるだろう。
しかし，これは中位投票者モデルにように地域住民が主体的に政策立案に参加しており，地方政府は彼らの
決定を忠実に執行することが前提である。

１１）「フライペーパー効果」とは政府間補助金が，それと等価な中位投票者の所得増以上に地方支出に対して
拡大効果を持つ現象を指す。同効果については，財政錯覚や agenda settingモデルのほか，計量分析上の定式
化エラーによるという指摘もある（Wyckoff，（１９９１））。
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Ⅲ．政治競争と財政移転

政府間財政移転を担う中央レベルでの政治競

争に着目する。ここでは財政移転は社会厚生を

最大にすることではなく，中央政府の政治的（利

己的）目的を充足するように戦略的に利用され

る。なお，国からの補助金には交付税や国庫補

助負担金のような中央から地方政府への財政移

転のみならず，国が地方で実施主体となる公共

事業（直轄事業）のファイナンスや国から特定

地域（例：過疎地域）に居住する個人への移転

も含むものとする。それらを総じて「地域間財

政移転」と呼ぶことにしたい。もっとも，課税

の歪みを捨象した本節のモデルでは対人給付と

政府間補助金は等価であることが示される。

Ⅲ－１．二つのアプローチ

財政移転の政治的利用については２つの定式

化がありうる。「トップダウン」・「供給主導型」

アプローチにおける地域間財政移転は，給付主

体（中央政府）の政治目的に沿うようになされ

る。一方，「ボトムアップ」，つまり，「需要主

導型」アプローチの下では補助金の受給主体の

選好が反映される。前者は本節の政党間競争を，

後者はⅣ節以降で議論する地方政府のレント・

シーキング活動や中央レベルでの利益誘導政治

を特徴づけるものである。

トップダウン・アプローチによれば補助金政

策は国政選挙で競合する政党が他の公共政策

（国防，社会保障など）と合わせて，公約とし

て表明される。ここでは（１）各政党は選挙後も自

身の公約にコミットし，よって有権者から公約

に信任があること，（２）党首は強いリーダーシッ

プを発揮していて，政党内での政策決定が集権

化されていることが仮定される。得票数の高い

政党が単独で政権を担うため，中央政府は単一

の意思決定主体であり続ける。政党内集権化の

有無は，選挙制度とも密接に関連しているもの

と考えられる。Sorensen（２００３）は，小選挙区

制度よりも比例代表制の方が，政党は大局的な

観点から政策綱領（マニフェスト）を打ち出し

やすいとしている。もっとも，後述するように，

比例代表制の下では政権は連立政権になりやす

く，よって単独政権に比べて政策決定の一貫性

に欠くという面もある。

Ⅲ－２．Dixit and Londregan モデル

単純な政党間競争モデルでは各政党は実現す

る政策自体には関心を持たず，ひたすら選挙で

の得票率の最大化（獲得議席の最大化と置き換

えることもできる）を目指すものと仮定される。

政党独自の政治的イデオロギーを考慮したモデ

ルを考えることもできる（Dixit and Londregan

（１９９８b））。しかし，本節では説明の簡単化のた

め。得票最大化を政党の自己利益とする。一方，

有権者は政府の実績（過去のパフォーマンス）

ではなく，将来に約束された政策（公約）のみ

に基づいて投票を行う。その意味で彼らの投票

行動は先験的（Prospective）である１２）。

以下では Dixit and Londregan（１９９８a）を単

純化したモデルを紹介する。中央と地方（州）

に２層からなる経済を考える。この経済は J地

域からなり，各地域には高所得者と低所得者が

居住する。彼らの所得を各々 YH , YP（YH＞YP）

とおく。地域 jの人口を Nj，人口に占める低所

得者の割合を!
j
としよう。これらのパラメータ

は地域間で異なっても構わないものとする。

はじめに，地方政府を捨象した「単一国家」

１２）これに対して，政治家・政党の実績（パフォーマンス）に基づく投票行動は回顧的（retrospective）投票と
呼ばれる。
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のケースを分析する。中央レベルでは二大政党

R（保守政党）と L（革新政党）が競合してい

るとしよう。中央政府の政策は所得再分配から

なる。論点を明確にするため，地域間，所得階

層間で差別的な一括移転・税が実行可能である

とする。ti
j（＞０）を地域 j（j＝１,２, .. J），所得

階層（i＝H, P）に属する個人への移転（対人

給付）とする。個人は居住地 jと所得階層 iで

グループ分けされる（以下，グループ（j, i））。

他の個人属性は観察不可能なため，それらに基

づいた所得移転はできない。中央政府の予算制

約は，

―! J
j＝１Nj（!j t

P
j＋（１－!j）t

H
j ）＝R （３．１）

―
で与えられる。ただし，R（＞０）は外生的に

与えられた移転総額とする。各政党は（３．１）

式を満たす範囲で所得移転政策｛t
i
j j＝１,２, .,

J, i＝H, P｝を公約する。

個人の私的財消費は，C
i
j＝Yi＋t

i
jに等しい。

有権者の投票行動は所得移転のほか，自身の政

治的イデオロギーによって動機づけられるとし

よう。これを政党 Lへの選好#ijで表す。所得
移転以外にも国防，外交政策など政党独自のイ

デオロギーに基づく（選挙時に戦略的に操作で

きるものではない）政策があるとすれば，#ijが
高いほど，この個人は政党 Lのイデオロギー

に共感していることになる。この#ijは外部者
によって観察できず，かつ個人間で異なってい

る。グループ（j, i）内での#ijの分布を F
i
j（#ij）

とおく。政党 h（＝R, L）が（j, i）に公約する

消費水準（移転水準）を C
ih
j ＝Yi＋t

ih
j とする。

この集団の個人は

U（C
iR
j ）≧U（C

iL
j ）＋#ij

即ち，#i
j≦U（C

iR
j ）－U（C

iL
j ）＝#̂ij

が成立するときのみ政党 Rに投票する。従っ

て，Rがこの個人から得票を得る確率は F
i
j（U

（C
iR
j ）－U（C

iL
j ））に等しい。政党にとって有権

者個人の投票行動は「確率的」であることに留

意してもらいたい。もっとも#ijが独立な限り
大数法則が成り立つため，政党 Rの得票は

ΦR＝
! J

j＝１Nj
!

jF
P
j（U（C

PR
j ）－U（C

PL
j ））＋Nj

（１－!j）F
H
j（U（C

HR
j ）－U（C

HL
j ）） （３．２）

で確定する。

いずれの政党も予算制約（３．１）式の下で，

自身の得票を最も高めるように所得移転政策

｛t
i
j j＝１,２, ., J, i＝H, P｝を打ち出す。確率投

票モデルで知られるように，この政治競争の均

衡は両政党とも同じ政策を公約するという意味

で対照的になる。λを（３．１）式のラグランジ
ュ乗数とし，内点解を仮定すれば，t

i
jは次の一

階条件を満たす。

f
i
j（０）U’（Yi＋t

i
j）＝λ （３．３）

このとき，ΦR＝
! J

j＝１Nj
!

j F
P
j（０）＋Nj（１－!j）F

H
j

（０）＞１／２ならば，政党 Rが政権を得る。さも

なければ，政党 Lが選挙で勝利することにな

る。

（３．３）式によれば，（衢）地域人口 Njや人口構

成!jは移転政策に影響しない。規模が大きい

有権者グループの集票力は高いものの，移転の

コストも大きくなるからだ。（衫）他の条件を一定

とすれば，私的財消費の限界効用 U ’（C
ie
j ）の

高い低所得者の方が多く給付をえる。（袁）#ij＝０
における有権者比率 f

i
j（０）の高いグループが政

策上，優遇される。ここで f
i
j（０）はこのグル

ープ内で「浮動票」（政治的イデオロギーでは

なく，移転政策に応じて投票を行う有権者数）

の大きさを表す。政党間競争では浮動票の多い

有権者集団ほど政治的影響力が大きくなるので

ある（Dixit and Londregan（１９９８a））。

次に分権的財政制度（連邦制）を仮定する。

ここでは再分配政策は中央に加えて地方でも担

われる。また両レベル政府で政党間競争がある

ものとする。つまり，地域 jでも二大政党 L，

Rが有権者からの得票を巡って競合している。"i
jを地域 jの地方政府による所得階層 i（＝H, P）

グループへの給付額としよう。中央政府からの
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移転 t
i
jを加えると，当該グループへの純移転額

は T
i
j＝t

i
j＋$i

jに等しい。中央政党が地方に対し

て先手として振舞うと仮定する。

以下では地域 jの地方政党 Rの選択に着目す

る。（政党 Lの行動も同様である。）「政府間」

財政移転がないものとすれば，同政党の公約

｛$i
j，i＝H, L｝はその予算制約式

―Nj（!j
$P

j＋（１－!j）$H
j ）＝rj （３．４）

―を満たさなくてはならない。rj（＞０）は地域 j

の自主財源であり，ここでは与件とする。個人

の予算制約 C
i
j＝Yi＋t

i
j＋$i

jを織り込むならば，

（３．４）式は，

Nj（!jT
P
j＋（１－!j）T

H
j ）＝Sj＋!j （３．５）

と同値になる。ただし Sj≡Nj（!jt
P
j＋（１－!j）t

H
j ）。

（３．５）式によれば T
i
jは実質的に地方レベルで

決定される。Sjを一定に，当該地域の低所得層

への所得移転を１単位増額，あわせて高所得者

への移転を!j／（１－!j）だけ減額したとしても，

地方政党はこの対人給付の変更を相殺するよう$i
j（i＝H, L）を変化させるのである。従って，

中央レベルの再分配政策は個人間ではなく，地

域間に限定されることになる。中央から地域 j

の居住者への対人給付は当該地域政府への政府

間移転と同値になるということだ。地域内再分

配は地方政府の裁量による。（Bradford and Oates

（１９７１）の等価定理では，政府間一括移転と地

域内の中位投票者への対人給付が同じ所得効果

を持つ。ここでは，この等価性は中位投票者で

はなく地方政府について成り立つ。）%i
jをグループ（j, i）の地方政党 Lに対する

選好（政策スタンスへの共感）とし，分布関数

G
i
jに従うものと仮定する。地方レベルでの政

党間競争は単一国家同様，「対称均衡」を実現

し，T
i
jの均衡条件は，

g
i
j（０）U’（Yi＋T

i
j）＝#j （３．６）

となる。#jは（３．５）式のラグランジュ乗数，

密度関数 g
i
j（０）は中央の f

i
j（０）同様，地方選挙に

おける浮動票層の割合にあたる。一般に両関数

の値は異なるだろう。

地方レベルでの再分配政策を見越した中央政
―

党は対人給付に代え，
!

j Sj＝K（"＝ラグラン
ジュ乗数）を予算制約に政府間移転 Sj（j＝１,２..

J）を選択する。国政選挙でも再び対称均衡が

導かれ，Sjは

λ＝Nj

!
&#
&$
!

j f
P
j（０）U ’（YP＋T

P
j）

dT
P
j

dSj

＋（１－!j）f
H
j

（０）U ’（YH＋T
H
j ）

dT
H
j

dSj

"
&#
&%

j＝１, ２, ... J （３．７）

を満たすよう定まる。ただし，&T i
j&Sj

＝
１

N

g
k
j（０）U’’（YK＋T

k
j）

（１－!）gP
j（０）U’’（YP＋T

P
j）＋!gH

j（０）U’’（YH＋T
H
j ）
＞０

i≠k, i, k＝H, P. （３．８）

（３．８）式は政府間移転に対する地方政党の反応

を織り込む。

Ⅲ－３．モデルの拡張

上の基本モデルでは，地域「内」所得再分配

は地方レベル政府の政治的選好に沿うように決

められていた。中央が影響できるのは，地域間

再分配でしかない。しかし，これは中央政府の

政策手段が「一括移転」に限定されていたから

である。中央政府は地方に対して定率補助金も

合せて給付できるとしよう。mjを地域 jの低所

得層への移転 T
P
jに対する定率補助とおく。こ

の場合，地域 jは定額補助 Sjと合せて，Sj＋mjT
P
jだけ受給する。当該地域の低所得者補助の限

界費用は１－mjに低下するから，地方政党の

得票最大化より

g
P
j（０）U’（YP＋T

P
j）／（１－mj）＝#j＝g

H
j（０）U’（YH

＋T
H
j ） （３．８）
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が導かれる。mjを

（１－mj）f
P
j（０）／g

P
j（０）＝f

H
j（０）／g

H
j（０） （３．９）

を満たすように設定すれば，（３．８）式は（３．３）

に一致する。よって，中央政府は単一国家の均

衡解を再生することができる。

地域の政治力は浮動票の割合のみならず地方

と中央政党との密接度にも依拠するだろう。

簡単化のため各地域内の居住者は同質，fj（"）
は一様分布に従うと仮定する１３）。ただし，地域

間では所得 Yjが異なっても構わない。中央か

ら地方政府を介した地域 jの住民への移転を Tj

（＞０）としよう１４）。そのコストは（１＋!k
j Tj ／２）Tj

に等しい１５）。住民は Tjを（福祉や公共事業な

ど）現物給付として受け取る，あるいは歪みを

伴う課税を被るのであり，!k
j（＞０）はその取引

費用と解釈される。取引コストは地域間（j＝１,

２, ... J）のみならず，政党間（k＝R, L）でも異

なってくるだろう。中央政党 kは特定の産業，

地域の情勢，ニーズに対してライバルよりも優

位な知識と情報を持っているかもしれない。地

域 jの地方政府が同一政党に属する場合，中央

政党は地方から地域の要請に即した所得移転の

方法（公共事業の種類など）について情報を得

ることができるだろう。また，こうした地方政

府は（kが政権を取ったならば）中央の意図に

即するよう Tjを財源に地方サービス供給や所

得移転を実施するかもしれない。このとき，Tj

の一階条件は

f
i
j（"̂j）U’（Yj＋Tj）＝（１＋!k

j Tj）λ （３．３）

一様分布の仮定より，f
i
j（"̂j）は一定値をとる

から，他の変数を与件とすれば，!k
jの低い地域

に Tjは多く配分される。Dixit and Londregan

（１９９６）に従えば，こうした地域は政党 kにと

って「中核的支持者」といえる。当該地域の観

点からすると，補助金を効果的に引きだしてい

るという意味で政治的影響力（「政治的資源」）

を有していることになる。

Ⅲ－４．補助金配分の実証分析

政治的要因を勘案した補助金の地域間配分に

ついては実証（計量）分析も多くなされてきて

いる。理論モデルでは中央政府は補助金を通じ

て（１）（f
i
j（０）で表される）浮動票を多く抱えた

地域，あるいは（２）（!k
jで表される）集票力の大

きな地域を優遇する。Johansson（２００３）はス

ウェーデンの補助金政策において第１の仮説を

検証している。各地域の f
i
j（０）の代理変数とし

て（衢）保守政党，社会主義政党の得票率の差，及

び（衫）有権者のアンケート調査を用いた因子分析

法（Factor analysis）からの推計値を用いた。

これらの代理変数のうち主成分分析の推計値が

地域間補助金配分とプラスで有意な関係にある

ことが示されている。Grossman（１９９４）は７０

年代から８０年代の米国において当時連邦議会で

与党の民主党が州議会でも（衢）過半数を占める州

や（衫）同党の議席数の多い州ほど多くの連邦補助

金を獲得していたことを実証した１６）。こうした

州の連邦とのパイプは上述の「政治的資源」と

解釈されている。このパイプを構築・活用する

地方側の誘因としてのレント・シーキングにつ

いては次節で述べる。我が国でも，土居（２０００）

によれば，（衢）政府与党（自民党）の議席数の多

い都道府県や（衫）与野党の得票率の差が小さい都

道府県に国庫支出金が重点的に配分されている。

１３）住民の同質性により，地方が独自に再分配政策を行うことはない。
１４）Dixit and Londregan（１９９６）では課税の政治的コスト（課税への反発など）が地域間で異なるケースも分
析している。

１５）中央政府の予算制約式は，
―! J

j＝１NjTj（１＋!k

j Tj ／２）＝R
となる。

１６）ただし，Grossman（１９９４）モデルは現職の連邦政治家が再選を目指す Retrospective votingを仮定している。
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Dixit and Londregan（１９９８a）では，地域人口

は（人口一人当たりでみた）補助金配分に依存

しない。地域 Aが地域 Bよりも人口が２倍多

いとすれば前者からの獲得可能な得票数は２倍

になるが財政移転のコストも２倍になるからだ。

しかし，選挙区の区割りが有権者人口に比例せ

ず，「一票の重み」に格差があるならば，結果

は異なってくるだろう。地域 A，Bとも議席数

が同じであれば，人口の少ない地域 Bの方が

安価に票を獲得できる（財政移転額は地域 A

の半分で済む）ことになる。このため，政党は

地域 Bに対して重点的に補助金配分を行うだ

ろう。実際，Porto and Sanguinetti（２００１）はア

ルゼンチンにおける連邦補助金の州間配分の決

定要因として州の中央における政治的存在感

（具体的には州人口一人当たりでみた議員数）

に着目，地域特性や所得などをコントロールし

た上で中央からの補助金給付とプラスの関係に

あることを示している。同様に，Atlas （１９９５）

は米国のデータを用いて，連邦議会（上院・下

院）における人口一人当たり議席数の大きな州

ほど連邦政府支出を多く受けていることを実証

している。

Ⅲ－５．補助金政策の効率性

政党間競争モデルの下では，政府は利用可能

な政策手段を最大限有効に活用，均衡は（多く

は次善の意味で）パレート効率的になる。連邦

制度における地方レベル政府（地方政党）の裁

量は中央の観点から望ましい資源配分や所得分

配の実現を妨げるかもしれない。しかし，中央

政府が（上で導入した定率補助金など）十分な

政策手段を講じられるならば，単一国家と同じ

効率的均衡を実現できるだろう。これは，慈悲

深い中央政府が一括，定率補助金など様々な政

策を駆使して財政的外部効果の内部化をはかる

のと同様である。

本節のモデルでは，一括税・移転のみを考え

たが，国や地方による公共財・サービス供給，

課税に歪みを伴うケースでも同じ結論が成り立

つ。後者に関連して Hettich and Winer（１９８８）

は政治競争がパレート効率的（次善）な課税・

移転体系を政治均衡として実現するとしている。

政党の得票最大化を通じて有権者の厚生（選好）

が集約化され，政策に反映されているのである。

「意図されない」形で政治の利己心が効率の改

善に寄与するのは，利潤最大化で動機付けられ

た企業が市場経済における資源配分を効率化し

ているのに類似する。市場，政治のいずれにお

いても競争は「神の見えざる手」を働かせるの

だ。Wittman（１９９５）は民主主義における（政

策・制度の革新を担う）「政治的企業家」を中

心とした政治競争の存在から政治には効率性を

改善するべく自律的に改革を担うメカニズムが

備わっているとした。例えば，当初の政策がパ

レート非効率であるとしよう。この場合，定義

によってパレート改善可能な代替案が存在する。

いずれかの政党は公約にこの代替案を採用する

ことで全ての有権者の満足を高め，よって自身

への得票を増やすことができるはずだし，自身

の政治目的（得票の最大化）に向けて合理的に

振舞う限りそうするだろう。

政府（国・地方）の利己心と社会厚生（効率）

の整合性は強調に値する。地域間財政移転とは

異なる文脈であるが，McGuire and Olson（１９９６）

は選挙の洗礼にさらされない税収の最大化を志

向したリバイアサン型政府であっても政治にお

ける見えざる手は作用しうるとした。短期的に

民間経済を搾取するよりも，長期的に潤沢な収

入を獲得するよう課税ベースの拡大を図るべく，

経済の発展・成長を促すような政策（インフラ

整備や規制緩和など）を打ち出したり，課税を

軽減したりする誘因を持つかもしれないからだ。

政府の自己利益の追求と経済発展の一致性は

「市場保全型連邦制」によっても指摘されてき

ている（Montinola et al（１９９６））。伝統的な地

方財政理論（「連邦制の第１世代理論」）が，足

による投票，あるいはヤードスティック競争を

通じた地方政府への規律づけを重視するのに対

し，「市場保全型連邦制」（「第２世代理論」）は

分権化（連邦制）を通じて政府間（地域間）競

争の促進が（地方政府や関連主体の）「予算の
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ソフト化」や「市場への政治の侵略」を抑制す

るための，「コミットメント装置」として捉え

る。この見解によれば競争は（税収の最大化や

自身の利権に関心を払う）「利己的」な地方政

府に効率性に即した財政運営を行うよう誘因づ

けることになる。規制や課税など域内企業に対

する過大な経済的・政治的負担や斜陽産業への

支援等は，当該地域を競争上，比較劣位にする

からである。むしろ地域経済を発展させ，あわ

せて自身へのレント（税収等）を高めようとす

るだろう。その結果，市場経済の発展が促され

ることになる。

もっとも，こうした政治への「楽観的」見方

には留意が必要である。第１に政府のコミット

メント能力が問われるだろう。Dixit and Lon-

dregan（１９９５）はコミットメント問題を政府の

斜陽産業への支援のあり方から議論している。

経済学的に望ましい支援は，斜陽産業の労働者

らに将来に渡った「一括補償」を約束した上で，

より生産的部門への労働力の再配置を促すこと

だろう。しかし，そうした再配分は事後的に政

治的影響力の変化を伴う。上記の理論モデルに

即していえば，f
i
j（０）が変化するのである。斜

陽産業にいた労働者らは集団として振舞うこと

が難しくなるため，その政治力の低下は必死で

ある。このとき，政府にコミットメント能力が

なければ，一括補償の合意は取り消されて新た

な政治勢力分布を前提に再分配政策の見直しが

図られる。これを「事前」に見越した斜陽産業

労働者らはむしろ，自分たちの政治力を維持す

るため，同産業の存続を望み，そのための財政

支援を選好するだろう。一括補償に比べると「非

効率的」な産業補助金が持続することなる１７）。

政府間財政移転の文脈でも同様のことがいえる。

生産性（利便性）の低い地域への政府間移転を

住民個人への対人給付に切り替え他地域への移

住を促すことが効率性に適っているだろう。し

かし，こうした対人給付へのコミットメントが

なければ，人々は当該地域に居住し続けること

で自分たちの政治的影響力を確保しようとする

だろう。財政移転のコミットメント問題につい

ては第Ⅵ節で詳述する。

第２に政府と有権者との間で非対称情報があ

るとき，政治競争による規律付けは制限される。

Coates and Morris（１９９５）は現職の政府のタイ

プ（公正を重んじるという意味で「良い政府」

か，特定の利益団体を優遇する「悪い政府」か）

について有権者が情報を持っていないケースに

ついて理論モデルを構築する。悪い政府は癒着

している利益団体に対して所得移転を図る誘因

を持つ。しかし，あからさまに現金給付を行え

ば，有権者に悪いタイプの政府であることが顕

示され，次の選挙で再選されない。そこで，こ

の政府は現金給付に代えて，公共事業の形で利

益団体に便宜を図るかもしれない。公共事業で

あれば，社会厚生の観点から良い政府も着手す

る場合があるからだ。ただし，良い政府は便益

の高い事業のみを実施するが，悪い政府は無駄

な公共事業までも行いかねない。しかし，その

社会的便益が予め有権者に知られていないなら

ば，公共事業政策から政府のタイプを識別する

ことはできないことになる。このため，現金給

付に比べ効率性に劣るにも関わらず，公共事業

が再分配手段として政治的に利用され続けるの

である。

市場が理想的に機能しているならば，市場の

実現する配分が効率的になるように，民主主義

（政治競争）が理想的であれば，（少なくとも効

率上）望ましい結果を得るのは驚くほどのこと

ではない。問題は現実の政治競争を取り巻く条

件が理想的ではないことにある。本稿ではこの

理想からの乖離として上記のコミットメント問

題や政府内の政策決定の分散に着目していく。

１７）政府は今期，必要な補償額を全額払ってしまうとすれば，政府サイドにコミットメント問題は生じない。
しかし，補償された有権者がこの政府を将来に渡って支持することにコミットできないだろう。
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Ⅳ．レント・シーキング

前節の中央政府は「利己的」であるが，あく

まで単一の意思決定主体として行動しており，

財政移転は国の政策目的（得票の最大化）に即

するよう決定されていた。また，政策決定過程

において国が地方に対してプリンシパルとして

振舞うという意味で優位にある。こうしたトッ

プダウン・アプローチに対して本節では，地方

からの陳情や政治圧力が国の政策に反映され，

かつ地方が政策に主体的に関与するレント・シ

ーキングについて概観する。政治競争モデルで

も，地方の政治的資源が補助金配分に影響を及

ぼすことは述べたが，同資源は与件（理論モデ

ルでは!k
jが一定）とみなされていた。レント・

シーキングモデルは地方政府，あるいはその利

益の代弁者（利益団体）によるこの資源の活用，

蓄積を内生化する。補助金政策はステイク・ホ

ルダーとしての地方政府によるロビー活動（政

治活動）を通じてボトムアップ（需要主導型）

に決められる。そこでは中央政府の権限は「一

元構造的」ではなく，その内部に様々な利害当

事者を内包するのである。

政府間関係に関して Richard Bird（１９９９）は

（１）国と地方との間に階層的関係のある“Federal-

ism”と（２）「分権国家として生まれ」，地方が自

立している“Federal State”（連邦国家）を区別

する。供給主導型の補助金政策は “Federalism”

型の特徴といえる。一方，米国，カナダのよう

な伝統的「連邦国家」では，政府間財政移転を

含め地方の利害に影響する諸政策には地方との

合意が不可欠になる。これに関連して，Inman

and Rubinfeld（１９９７）は「協力型連邦制」（Co-

operative federalism）を連邦国家の類型として

挙げ，その原則を「中央政府の全ての政策に対

する下位レベル政府の代表者からの満場一致ル

ールの要請」としている。中央レベルでの政策

決定過程には「コースの定理」同様，利害当事

者（ここでは地方代表者）間の交渉と損失者へ

の補償が含まれることになる。ドイツの政府間

関係は連邦レベルで政策のデザイン，地方で執

行が担われる「融合型」であるが，地方行財政

に関わる政策（共有税比率の変更等）について

は州の代表者からなる上院の合意が求められる

など立法府を通じた地方のコントロールが存在

する。Watts（１９９６）はこれを「立法型連邦制」

と呼ぶ。

我が国の政府間関係は，中央官僚が主導権を

有し，地方は上位政府に依存・従順した「垂直

的行政統制モデル」，あるいは，地方を国の下

部組織とした「集権型分散モデル」によって特

徴づけられてきた。しかし，村松（１９９８）は地

方首長や地方選出議員を通じて地方が相互に競

争しつつ，国の政策に働きかける「水平的政治

競争」の側面を強調する。集権型分散体制は国

が政策の執行を地方に依存することで，後者の

政治的影響力が増すとも考えられるからだ。国

と地方の密な融合関係は後者のニーズを前者に

伝えるルートともなりうる（村松（１９９８））。地

方の政治的影響力の行使には個別の自治体によ

る陳情のほか，地方六団体等自治体全体の代表

者による国との折衝がある。補助金獲得競争は

前者の，三位一体改革における地方の要望表明

は後者の例である。本節で取り上げる地方のレ

ント・シーキングは個別の自治体による補助金

要求であり，地方は互いに競合関係にある。

Ⅳ－１．地方政府のロビー活動

地方政府（あるいは，その代表者）によるロ

ビー活動の一つに中央官僚・政治家に対する情

報提供が挙げられる。具体的に提供される情報

には補助金事業の経済効果，及ぶ政治的効果（同

事業が次の国政選挙で現職政治家の得票率に及

ぼす効果）が含まれる。「分権化定理」が想定
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するように地方が地域経済の現状や住民の選好

について中央レベルよりも詳細な情報を有して

いるとすれば，その情報上の優位が地方のロビ

ー活動の源となるだろう。もっとも，こうした

情報が正しく伝えられるとは限らない。地方は

補助金配分が自分に有利になるよう情報を操作

する誘因を持つだろうからだ。この問題は政府

間関係に限らず，ロビー活動，情報伝達モデル

において指摘されている通りである（Austin−

Smith（１９９９））。よって，地方の伝える情報に

は一定の根拠や信任が求められる（Sorensen

（２００３））。例えば，中央の天下り官僚が伝える

情報であれば信任は高いだろう。中野（１９９２）

は我が国において中央からの「天下り官僚」が

出身官庁とのパイプを生かし，予算要求におい

て国と効果的な交渉力を発揮するとしている。

地方政党や議員等による国政選挙での選挙協

力も地方のロビー活動の一環となる。補助金事

業の誘導等，地域利益に最も貢献したとみなさ

れる中央政治家・政党に対しては積極的な支持

がなされるだろう。選挙資金の提供のほか彼ら

の貢献についてメディアなどを通じて広く宣伝

し，有権者の認知を高めるのも地方の選挙協力

の一つである（Brock and Ownings（２００３））。

Ⅳ－２．理論モデル

レント・シーキング（ロビー活動）の理論と

しては互いに競合する地方政府をプリンシパル，

中央を彼らの共通エージェントとみなした

common agentモデルがある（Person and Tabel-

lini（１９９４，２０００））。次のような簡単なモデル

を考える。一国は J地域に分かれ，各地域は準

線形型効用関数 Uj＝cj＋v（gj）（j＝１,２, .. J）を

持つ「代表的居住者」から構成されると仮定し

よう。ただし，cjはこの居住者の私的財消費，

gjは地方公共財消費とする。gjの便益にスピル

オーバー効果はない。地域人口も１に基準化す

る。ここでは簡単化のため収入サイドは集権化

されており，gjは政府間補助金でもって財源調

達されるとしよう。「代表的居住者」の仮定は

地域内（居住者間）利害対立を捨象し，水平的

競合関係に焦点をあてるためである。gj以外に

地方の自主財源でもって賄われる公共サービス

（地方単独事業）を含んでも結論に変更はない。

Yjを地域 jの居住者の所得，補助金は比例的所

得課税によってファイナンスされるとする。税

率を tとおくと中央予算は，! J
j＝１gj＝t

! J
j＝１Yj （４．１）

に等しく，地域厚生はWj＝（１－t）Yj＋v（gj）で

与えられる。

地域 jが提示する拠出関数を zjとおく。拠出

関数は政府間移転など国の政策上の優遇措置へ

の対価・報酬であり，地方と中央の利得を融合

させる働きを持つ。zjは中央政治家・政党への

選挙資金の提供（キックバック），選挙協力や

天下り官僚の受入といった形態をとるかもしれ

ない。（現金の提供を想定するならば，ロビー

活動主体は地方政府よりも地元の経済界，産業

団体など地域利益を代表する利益団体と解釈す

るのが適切だろう。）zjが地方職員の出張費用

等，地方予算から支出されるものであるならば，

地方税の増税，あるいは他のサービスのカット

などの形で地域住民の負担に帰着するかもしれ

ない。拠出後の（地方政府によって勘案される）

当該地域の利得はWj－zjに等しい。地方は互

いに協調することなく，個別にロビー活動を行

う。この水平的政治競争において各地域は他の

地域の拠出を一定としているという意味でナッ

シュッ的に振舞うものとする。拠出関数を glob-

ally truthful contribution scheduleに限定するな

らば zjは

zj＝Max［０, Wj－bj］ （４．２）

で表される（Dixit et al（１９９７））。Wjの項は国

と地方の利得の統合（共謀）を可能にする。一

方，bjは前者の共謀への「参加制約」（国は地

域 jのロビー活動に応える誘因を持つ）を満た

すよう定まる。

中央政府は，地方の拠出関数を織り込んだ形

で移転政策を決定する。上記のように zjは現

金以外の形態をとるかもしれない。そのため，
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ロビー活動による地方の拠出 zjと中央の受益

の間は一対一で対応していないこともありうる。

以下では，地方の拠出１単位が中央にもたらす

便益は１/!（!＞１）に留まるものと仮定する。
従って，ロビー活動によって経済全体から１－

１/!だけの資源が失われる。この場合，中央政
府の目的関数は，! J

j＝１Wj＋
! J

j＝１zj ／! （４．３）

で与えられる。（４．３）の第１項は中央政府の（功

利主義の観点からみた）社会厚生への配慮であ

り，部分的とはいえ「慈悲深い」ことを意味し

ているかもしれない。もっとも，前節で概観し

たように，選挙に影響するとすれば利己的な政

府であっても住民の厚生水準を考慮するだろう。

第２項は中央政府（政治家）の得る利得（キッ

クバック，選挙資金）である。あるいは地域へ

の貢献（補助事業の実施等）のアピールや（選

挙公約に反映できるよう）地元住民のニーズに

関する情報提供等，地方政府の選挙協力を通じ

て現職政府が獲得できる得票を表すものと解釈

できるかもしれない１８）。

地域 j＝１,２, .. Lをロビー活動に参加する地

域（以下，レントシーキング地域）としよう。

（４．１）式を織り込めば，中央政府の最適化問題

は次のように表される。

Max ｛
! J

j＝１v（gj）＋
! J

j＝１Yj－
! J

j＝１gj｝＋
１!! L

j＝１

!
'#
'%

v（gj）＋Yj－

! j
i＝１gi!
iYi

Yj

"
'$
'&
（４．４）

ここでは中央と地域 j（＝１,２, .. L）の（zjのや

り取りを除いた）利得が結合されている。レン

トシーキング地域に対する財政移転（よって公

共財供給）は

v’（ĝj）＝
!＋"
１＋!＜１ （４．５）

となるように定まる。ただし，"＝! L
i＝１Yi／! J

j＝１Yj（≦１）は当該地域全体の課税ベース割

合である。一方，他の地域への財政移転は

v’（ĝj）＝
!＋"! ＞１ （４．６）

を満たす水準に留まる。公共財供給の効率条件

は v’（g
*

j）＝１で与えられる。従って，水平的政

治競争から帰結する政治均衡における Sj＝gjの

水準は，レント・シーキング地域で過剰，レン

トシーキングに参加しない地域では過少となる。

Ⅳ－３．実証研究

次に実証研究に移る。ノルウェーにおける補

助金配分への地方政府のロビー活動の検証とし

て Sorensen（２００３）がある。ロビー活動では，

補助金獲得を目指す地方と補助金を国政選挙に

おける得票に結びつけようとする中央の戦略が

相互作用する。ロビー活動の程度は具体的には

国会議員や大臣らとのコンタクト（面会）の頻

度によって測られる。Sorensen（２００３）はこの

中央政府とのコンタクトの頻度が補助金の増額

に有意に影響していることを示している。

Brock and Qwings（２００３）は地方政府のレン

トシーキングの機会費用として地理的，及び政

治的「距離」に着目する。前者は上位政府の所

在地までの距離，後者は Grossman（１９９４）同

様，地方政府が上位政府の政権党（議会の与党，

ないし首長の所属政党）と同じ政党に属するか

否かでもって測られる。地理的距離の重要性は

ロビー活動に人的交流（face to face）の性質が

あることによる。米国カリフォルニア州のカウ

ンティーのデータから，州からの財政移転が，

（１）地理的距離が遠いほど小さく，（２）政治的距離

とは有意にプラスの関係があるとした。第２の

結果は理論モデルこそ異なるが Grossman

（１９９４）に即している。ただし，Grossman（１９９４）

は中央政党の戦略的動機（供給主導型）を強調

１８）Persson and Tabellini（２０００）は政党の公約や政府の業績について情報を有した有権者と情報を持たない有
権者を区別し，後者が選挙キャンペーンによって投票行動が左右されるとしている。
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するのに対し，Brock and Qwings（２００３）では，

地方政府が補助金獲得で主体的な役割（需要主

導型）を果たしている。

Ⅳ－４．レント・シーキングの効率性

第Ⅲ節の政党間競争同様，レント・シーキン

グ均衡の効率性についても意見の分かれるとこ

ろである。シカゴ学派流に考えればロビー活動

において（衢）政府・政治家からレントシーカーへ

の便宜（補助金等）にも（衫）後者から前者への報

酬（政治資金・賄賂等）にも利用可能な手段の

中から最も効率的なもの（上の理論モデルでい

えば!の低い移転手段）を活用するという意味
で次善を実現する。さもなければ，同活動に参

加しない経済主体も含めてパレート改善をもた

らす手段が利用可能であり，合理的な利益団体

はそれを実現しないわけがないからだ（Becker

（１９８３））。

レント・シーキング均衡における所得分配は

少数派（小規模団体）に有利になるだろう。組

織化された少数派が組織化されない多数派を政

治的に搾取することは Olson（１９６５）によって

強調されていた通りである。これは（１）少数派が

獲得する権益に比べ，その（機会）コストは一

国全体に広く分散するため，有権者の多くには

認知されにくいこと，（２）小規模集団の方が集団

内でのロビー活動への「ただ乗りの誘因」を（相

互の監視や長期的関係を通じて）克服しやすい

ことが挙げられる。地方財政のコンテクストで

は，多様な利害関係を含んだ都市圏自治体より

も，人口が少なく地域の権益（公共事業による

雇用の確保，農業補助金による農家支援など）

にコンセンサスのある地方圏自治体の方がレン

ト・シーキング活動（政治資源の蓄積・活用）

上，有利といえる。

ただし，利益団体もゲームの勝者ではないか

もしれない。ロビー活動をする利益団体間で「協

調の失敗」が生じうるからだ。上記の理論モデ

ルに即すると，仮にすべての地域がロビー活動

を行う（L＝J）ならば，政治均衡は効率的な公

共財供給 ĝj＝ĝ
*

jを実現する。ところが g
*

j は仮

に全ての地域が陳情合戦をしないことに合意で

きるならば，レント・シーキング費用をかける

ことなく達成されるものである。（すべての zj

＝０であれば，中央は社会厚生を最大化するよ

う政策決定する。）しかし，各地域は他の地域

を出し抜いて中央からの優遇措置を得る誘因を

もつため，この合意は履行されない。水平的政

治競争は「協調の失敗」をもたらしているので

ある１９）。この中で唯一利益を得るのは zjを受け

取る中央政府ということになる。

均衡の既決を予め予見するゲームの「負け組」

（組織化されない有権者集団，都市圏自治体な

ど）は，その便益を減じることでロビー活動を

抑制する意図でもって利益団体への移転政策と

しては効率的手段（例：現金給付や一括補助金）

よりも，非効率な手段（特定補助金や red tape

（煩雑な手続きの要請））を選好するだろう。協

調の失敗を回避するデバイスとして利益団体も

非効率的な政策手段を支持するかもしれない

（Dixit et al（１９９７））。ロビー活動に制限を課す

目的で，非効率な政策手段が「立憲段階」にお

いて選択されうる。この見解によれば，一見，

非効率な政策も次善の観点からは望ましい制度

設計といえることになる。

もっとも，こうした議論はレント・シーキン

グ活動の動学的含意を考慮していない。個人や

集団は生産性の向上（付加価値の増進）に寄与

する活動に代えて，補助金・保護政策など政府

からの権益（レント）の獲得に自身の努力（時

間）や資源（資金）を振り向けるかもしれない。

長期的にみると，レント・シーキングは市場経

済の発展を阻害しかねない（Murphy et al

（１９９３））２０）。Murphy et al（１９９３）では個人が生

産的活動かレント・シーキング活動を選択，両

活動からの収益が均等化する定常状態（長期均

１９）Dixit et al（１９９７）は政策手段が効率的（一括税・移転が利用可能）なとき，レント・シーカー間で協調の
失敗が生じることを指摘している。
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衡）が複数存在，パレート劣位な均衡が実現す

る可能性がある。地方財政に即していうと地方

政府は人材や時間，資源を（１）補助金陳情や中央

官庁・政治家とのパイプ作りか，（２）企業の誘致

や地元産業の振興に当てることができるはずだ。

佐藤（２００４）では住民が地方選挙でレント・シ

ーカータイプ，ないし企業家タイプの首長を選

択するとしている。社会的には地方に自助努力

を促す方が生産的であっても，自己利益ないし

地域厚生の観点から地方政府は補助金獲得の方

を選ぶかもれない。多くの地域がレント・シー

キングに専念するならば，補助金総額（中央予

算）を一定とすると各地域の取り分が少なくな

るか，総額が膨らみ一国全体の財政負担が増す

結果に終わる。

Ⅴ．共有財源問題

本節は需要主導型（ボトムアップ）アプロー

チとして利益誘導政治（Pork barrel politics）と

それに伴う共有地の悲劇について概観する。前

節で強調したように，現実の補助金は中央政府

の「最適解」としてではなく，ステイク・ホル

ダー間での政治ゲームの「均衡解」として実現

すると捉えるのが適当であろう。第Ⅳ節のモデ

ルではゲームのプレーヤーとして地方政府を挙

げた。以下では中央政治家（議員）の役割に着

目する。

規範的には，国政を担う議員・中央政党は一

国全体の見地から政治的判断を下すべきである。

しかし，実際のところ，地方政府が「住民」に

対してのみアカンタブルであるように，議員は

国民ではなく自分の選挙区にのみに「奉仕」す

るよう誘因づけられているのかもしれない。政

治家が政治的裁量を利かせ自分の選挙区向けの

補助金（とりわけ公共事業向けの特定補助金）

に政府から捻出することは日常茶飯事といって

も過言ではない。Pork Barrelと呼ばれる補助金

の政治戦略的利用は，第Ⅲ節の政党間競争でも

みられた。本節の「利益誘導政治」（「分配型政

治」）においては中央政党全体として得票の最

大化をはかるのではなく個別の現職政治家が再

選を目指して地元への利益誘導に努める。中央

予算からの資金（補助金）獲得の競争が生じる

ことになる。中央政府の政策決定は「分散化」，

各政治家は自身の利益誘導能力を顕示すること

で地元有権者（特に利益団体）の支持を取り付

けようとするのである。なお，利益誘導政治は

地方政府，ないしその利益を代弁する集団によ

るレント・シーキング活動の結果ともいえる。

つまり，地方政府が地元選出の中央政治家に働

きかけ，後者は地元のために補助金要求を行う

のである。ただし，common agentモデルとは

異なり，レント・シーキングは中央政府自体で

はなく，個別の政治家への働きかけとなる。

Ⅴ－１．何故，利益誘導政治か？

政府間補助金に限らず，中央レベルでの政策

決定の分散化（fragmentation）は（衢）行政府内に

おける政治的リーダーシップの欠如，あるいは

（衫）立法府における政党内規律（政党内集権化）

の欠如によると考えられる。

政権内での意思統一の難しい連立政権ではこ

の分散化傾向が深刻になるだろう（Hallerberg

２０）非効率性の原因はレント・シーカーから政府への移転（賄賂，政治資金の提供）自体ではなく，その移転
がさもなければ生み出したであろう付加価値（ここでは経済発展）が考慮されないことにある。これは外部
性を織り込まない経済活動が非効率性をもたらすのと同様である。
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and von Hagen（１９９９））。連立与党は（地方自

治体を含む）各々の支持母体に補助金等，権益

を誘導する結果，国の歳出は膨張しかねない。

実際，Kontopoulos and Perotti（１９９９）は中央支

出が連立与党の数とともに増加することを実証

している。我が国でも「縦割り行政」の弊害が

長く指摘されてきた。予算最大化，あるいは既

得権益の維持を志向する中央官僚が独立のプレ

ーヤーとして行動する結果，政策間（福祉政策

と税制，環境政策と国土開発）の整合性がとら

れない。規範的公共経済学の主張に反して集権

体制は政策の外部効果（例：福祉や教育が労働

の質・供給の変化を通じての所得税収に及ぼす

効果）を内部化しないのである。加えて，各プ

レーヤーが（他のプレーヤーの改革努力をあて

にして）既得権益に固執するため，財政再建も

進まないことになる（井堀・板谷（１９９８））。政

府間財政移転についていえば，補助金諸官庁と

総務省の利害対立，財務省と総務省のアドホッ

クな「地方財政対策」交渉が交付税・補助金を

膨張，地方の補助金依存を助長し，地方分権改

革を遅滞させてきたともいえる（佐藤（２００１））。

中里（２００４）は我が国の中央政府，地方自治体

の組織運営の特徴として情報や権限が組織の下

層部に偏重する形で分権化・分散化，意思決定

がボトムアップ型であることを挙げている。田

中（２００４）は集権的予算マネイジメントの欠如

を９０年代の我が国の財政の膨張・悪化の要因と

している。

Inman and Rubinfeld（１９９６）は立法府（連邦

議会）内における政策決定の分権化を強調する。

所属政党の拘束が緩やかであれば，議員個々人

の裁量の余地は高まるだろう。彼らは便益の範

囲が地域的（自身の選挙区）に限定される「地

方公共財」的な事業への補助金を要求するだろ

う。補助金の財源は現在，あるいは（当期の支

出が財政赤字で埋め合わされるならば）将来の

国税でもってファイナンスされるため，そのコ

ストは一国全体に広く分担される。しかし，政

治家は社会全体に及ぼす負担を内部化した選択

をしない。ここでは地域間でスピルオーバーが

なく，効率性の観点からは国が援助する理由の

ない事業にも補助金が給付される。

個々の議員が地元地域の事業への補助金配分

を議題に挙げたとしても，外部便益がなく負担

のみが課せられる他の地域選出の議員から何故

支持が得られるのだろうか？単純な多数決投票

ではどの要求も否決されかねない。Inman and

Rubinfeld（１９９６）は政治家の間での合意（Norm）

として「普遍性の原則」（universalistic norm）

を挙げる。具体的には各人は自身の補助金要求

に賛同してもらう見返りに他の議員の同様の要

求にも賛同する（“You scratch my back and I will

scratch yours”）という投票行動である。その結

果，各政治家は自由に自分の政治目的（ここで

は地元利益の最大化を通じた再選の確保）を達

成できるのである。

補助金の地域間配分を規定する議題の多次元

性（J地域あれば，議題は J次元ベクトルとし

て表される）を勘案すれば，この投票原理は多

数決投票における「投票のパラドックス」（投

票の不決定性）を回避するための制度設計とも

いえる２１）。なお，Inman and Rubinfeld（１９９７）

は中央と地方との政策協調を重視した Coopera-

tive federalism（協調連邦制）に対して，連邦

レベルの政治家が主導し地方への利益誘導を実

現する連邦制を「多数派連邦制」（Majority fed-

eralism）と呼ぶ。

Ⅴ－２．モデルによる説明

以下では，Inman and Rubinfeld（１９９６）に従

い，利益誘導政治の簡単な理論モデルを導入す

る。ここでは政策決定の分散が議会で生じてお

り，地方選出議員がゲームのプレーヤーである。

２１）投票のパラドックスを回避するための決定ルールとしては，Universalismのほかに，“minimal winning coali-

tion” や “log rolled supermajority” がある。こうした公共選択構造に依存して導かれる均衡は Structure induced

equilibriumと呼ばれる。
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MB=vÕ(g)  

MC=1

他地域の負担＝負の外部効果�

MRC=φj+(1–φj )/J

 0   *g  eg g 

MB=vÕ(g)  

MC=1

他地域の負担＝負の外部効果�

MRC=φj+(1–φj )/J

 0   *g  eg g 

一地域 jで供給される地方公共財を gj，当該

地域に帰着する限界便益をMBj（gj）とおく。簡

単化のため，地域間外部性は存在しないものと

する。MCj（gj）を公共財供給の限界費用とおく。

（MCには課税に伴う超過負担も加味される。）

この限界費用のうち地方の負担割合は"j，残り

は国からの補助金によって賄われる。全ての地

域がその財源を均等に負担するような簡単なケ

ースでは，補助金 Sj＝（１－"j）Cj（gj）に対して，

各地域は限界的に（１－"j）MCj（gj）／Jだけコス

トシェアする。ただし，Jは地域の数である。

地方税，国税を合わせて地域 Jの観点からみた

公共財供給の限界費用は，（"j＋（１－"j）／J）MCj

（gj）に等しい。ここで（１－１/J）（１－"
j
）MCj（gj）

は他地域に転嫁されている。当該地域の選出議

員が（再選を目指して）地域厚生のみを追求す

るならば，

MBj（gj）＝（"j＋（１－"j）／J）MCj（gj） （６．１）

を満たすよう補助金を選択するだろう。（Uni-

versalistic normの下では他の政治家も同意す

る。）（６．１）の解を ĝjとしよう。実現する政府

間補助金はŜj＝（１－"j）Cj（ĝj）となる。効率的

供給水準 g
*

jの条件式はMBj＝MCjだから，公

共財は過剰供給（ĝj＞g
*

j）となる。この過剰供

給の原因は自明である。地域 jは補助金の分（他

地域に負担が転嫁される）分だけ，gjのコスト

を過少評価しているのである。これを「共有財

源問題」という。

gjにスピルオーバー効果があれば，共有財源

問題は緩和されるだろう。MBjのうち，地域 j

が享受するのは!MBjに留まるとしよう（!＜１）。
（１－!）MBjは他地域への外部効果である。こ

の場合，gjの均衡条件は，!MBj（gj）＝（"j＋（１－"j）／J）MCj（gj），（６．２）!＝"j＋（１－"j）／J（⇔"j（１－１／J）＝!－１／J）ならば，

均衡は効率的になる。無論，利益誘導政治にお

いて，この等号が成り立つように地域 jのコス

トシェア"jを決める制度設計がなされているわ

けではない。

DelRossi and Inman（１９９９）は，WRDA’ ８６

（the Water Resource Development Act of１９８６）

後の地方負担の増加を利用して，連邦政治家の

治水対策事業等，補助事業に対する需要 gjの

価格弾力性を推計している。幾つかの事業につ

いては高い弾力性が出ており，これを基に補助

対象事業の地方負担"jの引き上げが政治家の

要求する gjを抑制すると結論づけている。無

論，"jを高めること自体に政治的抵抗があるだ

ろうが。

縦割り行政や連立政権の下では，行政府にお

表５ 囚人のジレンマ

j＝２
j＝１

g＝ĝ２ g＝g＊２

g＝ĝ１ 非協力均衡

g＝g
*

１ 協力解＝効率的

図１
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いても共有財源問題が生じる。そこでの政治的

プレーヤーは中央官庁や連立与党政治家である。

また，Velasco（２０００）は動学モデルに拡張，

ステイク・ホルダー間での動学的ゲームの政治

均衡では政府の債務の過剰蓄積がもたらされる

ことを示している。

Ⅴ－３．共有地の悲劇

上では地域 jの選択のみに着目したが，他の

地域もまた同様に，過剰な補助金要求をする誘

因を持つだろうし，Universalismの下では実際

に政府資金を獲得できるだろう。そのコスト（国

税負担の増加）は「全ての」地域の負担になる

から，自身の負担はその一部に過ぎない。しか

し，「全ての」地域が同様の行動を取るならば，

それは，相互にコストを押し付けあうことであ

り，結果的に全ての地域が高い国税負担を負う

ことになる。共有財源問題の帰結は「共有地の

悲劇」に類似している。共有地の悲劇とは，所

有権の存在しない（よって，誰でもアクセスで

きる）資源（山林・漁場など）が過剰に搾取さ

れる状態を指す。ここで「共有地」にあたるの

が中央政府の財源である。表５はこれを j＝１,

２の２地域からなる経済でもって説明している。

均衡解は「協調の失敗」（囚人のジレンマ）に

よって特徴づけられ，全ての地域が協調して，

補助金要求を控える，あるいは政策決定を集権

化したときに比して，パレート劣位となる。

共有財源問題を克服するには中央政府の政策

決定過程の集権化することが不可欠となる。具

体的には政党内，政府内の階層的コントロール

を強める，あるいは補助金政策に関わるステイ

ク・ホルダー数を減じることである。（後者は

（６．１）式より ĝjが Jの増加関数であることから

分かるだろう。）Inman and Rubinfeld（１９９６）

は連邦制度における州の数への制限や Univer-

salistic normの解消をこの問題への対処として

あげている。また，大統領や政党リーダーの権限

強化は一国全体の経済，財政に配慮した財政運

営を可能にするだろう（Inman and Fitts（１９９０））。

これに関連し，アルゼンチンの共有財源ゲーム

を検証した Jones et al（２０００）によれば，大統

領と同じ政党に属する知事の州では支出が低く

なる。政党内での垂直的（中央・地方間）規律

づけを通じて，地方の支出拡大（従って補助金

要求）に制限を課すことができるからである。

なお，ここで利益誘導政治ゲームのステイク・

ホルダーは州政治家（知事）である。

一方，既に紹介したように Brock and Qwings

（２００３）及び Grossman（１９９４）は（前者はレン

トシーキングモデル，後者は政党間競争モデル

の違いはあるが）中央と同じ政党に属する地方

政府は前者とのパイプを生かして，多くの補助

金を得ることができるとする。いずれの見解が

妥当するかは，中央政党の政治的リーダーシッ

プの有無に依存するものと考えられる。政党内

で政策決定が集権化しているならば，政党リー

ダーは地方選出議員や同一政党の地方政府から

の補助金要求を抑え込むことができるだろう。

さもなければ，緊密な政治関係は地方の政治的

影響力の行使を容易にしかねない。

Ⅴ－４．政治的集権化

レント・シーキングは地域間での補助金獲得

競争（「水平的政治競争」）に着目するのに対し，

利益誘導政治の帰結は中央レベルでの補助金政

策決定過程の分権化（分散化）による「共有財

源問題」であるが，いずれも地方利益代弁者か

らの政治的圧力によって財政移転政策が左右さ

れるという意味で「弱い中央政府」を想定して

いる。これに関連して，Enikolopov and Zhuravs-

kaya（２００３）は途上国や移行経済における地方

分権が経済成長や政府の質（アカウンタビリテ

ィー）の改善に寄与するか否かは強い中央政党

の存在に依拠することを実証している。また，

Blanchard and Shleifer（２０００）は８０－９０年代の中

国とロシアの地方分権を比較，中国では財政請

負制など財政的分権化が進められる一方，政治

的には集権化体制（中央の地方に対する階層的

コントロール）が維持されたことが，地域間競

争を「市場保全的」にしたとしている。一方，

ロシアでは財政，政治の両面で分権化がなされ

政府間財政関係の政治経済学
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た結果，国のコントロールが弱まり，地方の域

内産業への保護政策，アドホックな課税など市

場発展を阻害するような行動を阻止できなかっ

たのである。Li and Zhou（２００５）は１９７９年か

ら１９９５年までのデータから中国ではパフォーマ

ンスの良好な省政府の責任者の昇進を促すなど，

中央政府が人事権を用いて省への規律づけを図

ってきていたことを実証している。「市場保全

型連邦制」に従えば，地方分権は（補助金政策

などで主導的な役割を果たす）「強い中央」を

要請するのである。

Ⅵ．コミットメントの欠如

Ⅵ－１．「ソフトな予算制約」問題

本節では政府間財政移転に関わるコミットメ

ント問題について概観する。この問題は「ソフ

トな予算制約」問題として知られ，財政難に陥

った地方への中央政府による事後的救済を指す。

事後的救済は（衢）中央と地方の間での密接な財政

関係，及び（衫）財政移転政策への国の事後的裁量

に起因する。前者は地方財政に対して国の責任

が要請（あるいは期待）されていることを，後

者は国が事後的経済・財政状態に応じて移転政

策をデザイン，変更可能なことを含意する２２）。

財政難に陥った地方政府を放置すれば，財政

破綻するか，自力再建のため歳出のカット，増

税措置が図られることになるだろう。とりわけ

州レベル政府，大都市自治体の財政破綻は（そ

の債務残高の大きさから）金融市場に混乱をも

たらしかねない。教育や医療など社会的に重要

なサービスのカットは公平の観点から望ましく

ないだろうし，それらの財に外部性があるなら

ば効率性も損なわれかねない。「慈悲深い」中

央政府は公平・効率の改善のため，こうした地

方政府を救済する誘因を持つだろう。これは「サ

マリア人のジレンマ」と同様である。利己的な

政府も，救済が政治的利益に即する（選挙での

票稼ぎ）ならば，事後的救済を選択することに

なる（Goodspeed（２００２））。いずれにせよ裁量

的補助金は中央政府の事後的目的を最大化する

よう決定される。なお事後的救済は，事前にア

ナウンスされた政策からの事後的逸脱が明らか

という意味で陽表的かもしれない。あるいは，

その意図が財源保障や平準化を名目に政府間補

助金のフォーミュラに暗黙裡に含まれる可能性

も排除されない。補助金フォーミュラは所詮，

政治的意図を実現する配分に経済的合理性を与

え，正当化するための算術に過ぎないからだ

（Bird（１９９４））。

事後的観点からすれば利己的であれ利他的で

あれ，中央の政策目的を最大化するように決め

られることから補助金政策は「供給主導型」で

ある。しかし，中央の事後的政策を織り込んだ

地方が事前の選択を「戦略的」に操作すること

で補助金の獲得を図るという点で事前には「需

要主導型」といえる。国と地方の行動との間に

は相互依存関係が生じるのである。

Ⅵ－２．事前的誘因

地方政府の事前の誘因について説明したい。

地方予算のソフト化の問題は，事後的移転それ

自体よりも，地方の健全な財政運営・公共事業

に関わる事前の誘因を歪めることにある。地方

政府は自身の政治的利益のためにより多くの努

力を割くことになるかもしれない。選挙目的に

（支援団体に利益を誘導するべく）無駄な公共

事業の発注をする，公共部門で過剰な人員を雇

２２）ソフトな予算制約問題は国と地方の間の契約問題としても捉えることができる。詳細は赤井（２００６）によ
って検討されている。本稿は中央政府のコミットメントの欠如に着目する。
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用するなどがその例である。また，社会福祉等

公共サービスをばら撒いたり，期待収益の低い，

あるいはリスクの高い公共事業に着手したりす

るかもしれない。自助努力（具体的には地域経

済活性化の努力）して財政的に自立する誘因も

削がれてしまうだろう。無論，「全て」の地方

自治体が「自立」可能なわけではない。しかし，

「事後的」に最適化される「補助金給付」は，

本来，給付対象になるべきではない（地方のイ

ンセンティブを織り込んだ「事前」の観点から

設計されていたら，給付対象にはならなかった

はずの）自治体まで救済しまいかねない２３）。

無論，ここでは地方が自身の支出や徴税努力，

借入など行財政運営に対して（少なくとも一定

の）裁量を持つことが仮定されている。仮に事

前にも中央が地方を完全コントロールしている

ならば，地方にはモラル・ハザードを起こす余

地はない。問題は，政府間財政移転が裁量的な

まま（政府間財政関係が緊密なまま），地方の

裁量を高めるよう分権化を行う（支出権限と財

政責任が分離する）ことにある。ただし，ここ

でいう地方の裁量には非公式な権限も含むこと

に留意されたい。「法律上」は地方債の発行が

国によって規制されていても，公社や関連団体

を介して借入ができるならば，地方は借入に対

して実質的に裁量を有していることになる。

Ⅵ－３．理論モデル

ここで簡単な戦略型ゲームを考える。中央と

地方の利得配分を表７のようにおく２４）。地方が

―
低い補助金 S＝S（予算のハード化）を期待す

―るならば，事前に努力 e＝e を払うだろう。地

方財政が健全である限り救済する理由はないか

―
ら，S＝S が事後的に選択される。よって，e
―

―
＝e と S＝S がナッシュ均衡の一つとなる。し

―
かし，事後的に高い補助金 S＝S が期待される

―
ならば，地方の事前の努力へは損なわれ，e＝e

となる。その結果，事後的に財政は悪化，中央
―

は S＝Sの給付（地方予算のソフト化）を余儀
―

―
なくされるのである。S＝S，e＝e ももう一方

―
のナッシュ均衡となりうる。e＝e である以上，

―
中央政府は S＝S にコミットすることができな

いからだ。これまで手厚い補助金が給付され，

将来もそれが続くと期待されるならば，地方政

府は自ら進んで財政の効率化（再建）に取り組

まないだろうし，中央政府も補助金のカットが

ままならなくなるだろう。このとき，経済は「悪

い均衡」から抜け出すことができない。

地方政府の戦略を連続的とすれば，この問題

は図１によっても説明できる。Inman（２００３）

は事後的費用分担!jの低下を地方予算のソフ

ト化と解釈し，事前に地方の選択する公共支出

gjが過大になるとした。ただし，利益誘導政治

モデルでは!jが与件であり，補助金水準が地

２３）公共事業や経済活性化には不確実性が伴うため，事後的政府間移転には地域間でのリスク・シェア（保険）
機能があるという意見もあろう。Lockwood（１９９９）は財政移転の保険機能とモラル・ハザードのトレード・
オフを加味した上で，次善な移転スキームを与えている。しかし，この次善政策は事前の観点からのもの（よ
って，モラル・ハザードの誘因を考慮すれば部分保険）であり，中央政府にはそれにコミットする能力が求
められている。

２４）表にある「地方の利得」は地方政府の政治的利得であって，必ずしも住民の厚生とは一致しない。

表６ 「事前」対「事後」

地方
中央

事前的裁量あり 事前的裁量なし

事後的裁量あり 分権化 地方予算のソフト化 集権体制

事後的裁量なし 地方予算のハード化
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方選出議員の選択に委ねられていたのに対し，

本節の過大支出は中央による!jの事後的最適

化に起因する。

より精緻な理論モデルがWildasin（１９９９）や

Goodspeed（２００２）によって展開されている。

Wildasin（１９９９）は地方政府が地域間スピルオ

ーバーを伴う公共財供給を担い，中央は当該公

共財向けに定率・定額補助金を給付する経済を

考える。規範的公共経済学に従えば，中央から

の定率補助金は限界的外部便益に対応させるこ

とが望ましいし，中央政府が慈悲深く振舞うな

らば，事前にはそのように定率補助金を決定す

るだろう。しかし，この公共財を「過少供給」

する地域があると，効率性の向上（外部便益を

享受する他地域の厚生改善）の観点から，国は

事後的に定額補助金による追加支援を行う誘因

をもつかもしれない。Wildasin（１９９９）は自治

体の（人口・財政）規模が大きく，外部効果の

大きな地域に対して，事後的救済がなされると

した。これは “Too big to fail” の原則として知

られる通りである。この事後的補助を予見する

地方政府は自らの公共財を事前には戦略的に過

少供給することになる。Goodspeed（２００２）モ

デルでは，中央政府は利己的で，自身の政治目

的（再選確率の最大化）を満たすために地方政

府への事後的救済を行う。このとき，財政難に

陥った地域のうち特に浮動票が多い地域や反対

政党が多数派を占める地域に対して，救済が重

点的になされる。前者は第Ⅲ節の政党間競争モ

デルに即した結果である。しかし，事後的救済

への期待は，事前に地方政府による債務の過剰

累積をもたらす。

Ⅵ－４．垂直的財政関係

ソフトな予算制約問題は国と地方の垂直的財

政関係に焦点を当てている。しかし，国による

事後的財政支援は，現在ないし（支援が今期の

財政赤字で賄われるとすれば）将来の国税の増

税，ないし社会保障を含む国家公共サービスの

削減でファイナンスされる以上，究極的には国

民全体に負担に帰着することになる。従って，

垂直的財政関係も最終的には地域間で外部効果

を及ぼす，つまり，救済された地域からそれ以

外の地域に財政負担の転嫁がなされているとい

う意味で，水平的関係に帰するのである。これ

に関連して，Caplan et al（２０００）は地方を先手，

中央を後手とする「分権的リーダーシップモデ

ル」（decentralized leadership）を展開している。

そこでは地方政府が中央に対しては「シュタッ

ケルベルグ・リーダー」として（中央の事後的

最適化行動を織り込んで）行動する一方，他の

地方政府に対してはナッシュ的に振舞うものと

仮定される。このとき，事前における各地域の

公共支出の選択は中央の事後的政府間補助金を

通じて他の地域に対して水平的外部効果を及ぼ

すことになる。同様に地方財政理論における「垂

直的外部効果」についても，一地域による国と

の重複課税ベース（例：所得課税，法人課税）

に対する課税自主権の行使は，国税収入を減じ，

それで国家公共財供給を減じることで全ての地

域の厚生を低下させることになる（Keen and

Kotsogiannis（２００２））。

Ⅵ－５．ホルドアップ問題

中央政府は地方を事後的に救済するのではな

く，事後的に「搾取」するよう誘因づけられる

かもしれない。ここでいう搾取とは補助金や地

表７ ナッシュ・ゲーム

中央
地方

―
S＝S

―
S＝S

―e＝e （中央，地方）＝（０，０） （－２，１）

―
e＝e （－１０，－５） （－５，２）
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方税収をアドホック，かつ一方的に減じること

を指す。これが「ホルドアップ問題」であり，

ソフトな予算制約同様，国のコミットメント能

力の欠如による。

事前には地方の地域経済発展努力や徴税努力

を促すため，中央政府は税源の多くを地方に割

当てる，あるいは共有税（所得課税や消費課税

など）の地方シェアを高くするような制度設計

を行うかもしれない。しかし，地方の努力がサ

ンクした「事後」においては，（経済発展や徴

税の効率化で）拡大した課税ベースを与件とし

て，国は一方的にルールを変更，自身の税収の

取り分を増やす誘因を持つだろう。コミットメ

ントが欠如している限り，そうしたルール変更

が実際に生じかねない。Ma（１９９７）は８０年代

の中国における中央・地方間財政関係である

「財政請負制」に内在するホルドアップ問題を

指摘している。財政請負制では国と地方（省）

の税収取り分について，（省ごとに）契約が交

わされているが，Ma（１９９７）によれば，この

契約はしばしば変更されてきた。また，国によ

る地方収入の借り受けや支出責任の転嫁（off

loading）も，地方の事後的財政負担を高めてき

たとされる。

ソフトな予算制約問題同様，中央による財政

移転・税源配分の事後的再最適化が見越されて

いるならば，地方は事前に税収増大に向けた努

力を払わなくなるだろう。無論，地域経済の活

性化にあたって地方は税収最大化以外，例えば，

住民の雇用や厚生の増進等によって誘因づけら

れるかもしれない。とはいえ，事前の政策が遵

守された場合に比して，努力の程度は低く留ま

るものと思われる２５）。

ホルドアップ問題は，地方の誘因に負の効果

を及ぼすのみならず，政府間関係への信認まで

も損ないかねない。インドネシアなど途上国や

移行国における収入サイド分権化（天然資源税

収等への地方シェア引き上げ要求など）は税源

を中央に委任（ここでは財源を政府間補助金に

依存）することへの不信感も一因と言える。

Ⅵ－６．実証分析

次にソフトな予算制約の実証研究を概観する。

Dillenger et al（２００１）は南米における急速な分

権化が地方の支出責任や権限が強化される一方，

税源の移譲が十分でなく（よって，「垂直的財

政格差」が拡大），支出や借入への中央のコン

トロールが弱まった結果，地方の債務が累積，

中央政府は財政悪化した地方政府への救済を余

儀なくされた実態を報告している。Von Hagen

and Dahlbeng（２００２）は１９９２年のスウェーデン

における住宅供給会社危機以降の国による地方

政府に対する支援の経緯を分析している。財政

支援を要請した自治体と要請しなかった自治体

の財政パフォーマンスを比較すると，前者の方

が（他の経済要因をコントロールした後でも）

これまでの債務の累積が顕著であったことから，

危機以降の救済は経済ショックに対するリスク

シェアリング（保険機能）ではなく，むしろ救

済色が強かったことが実証されている。赤井・

佐藤・山下（２００３）は確率フロンティア分析に

より地方交付税が交付団体の費用最小化行動を

損なっていることを示している。また，Baretti

et al（２００２）は，ドイツの平衡交付金が（共有

税の徴税を担っている）州政府の徴税努力を損

なってきたことを明らかにしている。

Zhuravskaya（２０００）は９０年代のロシアにお

いて，地方レベルでの自主財源の増加は，その

多くが上位政府からの（共有税を含む）財政移

転のカットで相殺され，地方の課税ベース拡大

努力を減じてきたとしている。これは「ホルド

アップ問題」を示唆したものといえるだろう。

中国の中央・地方財政関係との対比においてロ

シアの地方分権は「市場保全的」ではなかった

２５）国と地方との間での「繰り返しゲーム」を想定すれば，評判効果から国のコミットメントを可能にすると
いう見解もあるだろう。もっとも評判効果はコミットメントからの将来便益（将来の地方の自助努力の促進）
に対する国の評価や割引率などに依存することになる。
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と結論づけている。

Ⅵ－７．効率性への含意

中央政府が慈悲深いとすれば，地方予算をソ

フト化して達成する資源配分は事後的には効率

的である。しかし，「事前」の誘因効果が事前

的効率性を損ねてしまう。仮に事後的な中央の

政策が一元的に決定されるのではなく，財政支

援を求める地方政府の影響力，地域利益の代弁

者としての政治家の補助金要求，あるいは「縦

割り行政」の下での省庁間交渉に委ねられるな

らば，均衡は事後的にさえ効率的ではない。こ

うした事後的政治ゲームが補助金を（慈悲深い

中央政府が選ぶ以上に）過剰にするならば，事

前のインセンティブを一層歪めるだろう（佐藤

（２００１））。事後的レント・シーキングや利益誘

導政治はソフトな予算制約問題を悪化させるも

のと考えられる。加えて，事後的救済は地域住

民の地方財政への関心を低下させるだろう。非

効率な財政運営の「つけ」を自分たちが払うわ

けではないからだ。（地方政府が本質的に慈悲

深くない限り）地域住民による財政規律（例：

非放漫財政を行った首長は再選しない）の弛緩

は，地方政府が自己利益を追求する余地を高め

ることになる。結果的に非効率な財政運営は是

正されない２６）。

Ⅶ．財政移転制度改革の政治経済学

政府間財政移転が政治ゲームを通じて実現す

ることは前節まで概観してきた通りである。ゲ

ームの均衡はゲームのルールに依存する。ここ

でいうルールとは制度設計に他ならない。本節

では，制度設計としての財政移転制度改革の課

題について考察する。

Ⅶ－１．制度改革の政治経済学

公共選択論に即していえば，政治ゲームは（衢）

「ゲームのルール」（政策決定過程・ステイクホ

ルダー間での権限配分）を決める立憲段階と（衫）

そのルールの下でステイク・ホルダーが自身の

権限を行使する個々の政策決定に区別される

（Dixit（１９９６））。赤井＝佐藤＝山下（２００３）は

交付税や国庫補助負担金を含む政府間財政移転

の機能の交付金（ブロック補助金）と水平的財

政調整（交付税）への分離，財源保障される地

方公共財・サービスの範囲（例：義務教育，介

護・医療など），地方自治体のパフォーマンス

評価の基準，財政均衡（Pay as you go）の原則

などを提言したが，これらは立憲段階に位置づ

けられる。交付金や財政調整の具体的な水準は

政治ゲームの結果に委ねられる。佐藤（２００５）

では国と地方の税源配分，地方税に対する地方

の課税自主権の範囲（税率，課税ベースの選択，

徴税）が立憲ルールとして決まり，個々の自治

体はそのルールの下で自身の税源に対する権限

を行使するものとしている。「制度設計」とは

この政治ゲームのルール（立憲ルール）の選択

に他ならない。

この制度設計に規範的分析を施すならば，政

治ゲームの結果が効率・公平の観点から最も望

ましくなるようなルールを選択することが望ま

しい。ここでは市場のみならず，政治のインセ

ンティブも織り込んだ制度のデザインが求めら

れてくる。政治ゲームのプレーヤーに規範的行

動（善意）を期待するのではなく，彼らの利己

的誘因を織り込む必要があるのだ。前節までの

２６）住民の無関心が財政錯覚としてフライペーパー効果をもたらすことは２節でも述べた通りである。ここで
は中央政府のコミットメントの欠如（現状追認）が，地方の財政規律を促すような補助金政策を妨げている
ことが強調されている。
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議論を踏まえれば，国のコミットメント（よっ

て地方予算のハード化）を促すとともに政治競

争の促進（政府への規律付け）や政策決定過程

の集権化（政府内集権化）が要請される。上記

の財源保障，財政調整機能の分離も国の事後的

裁量に制限を課す「コミットメント装置」なの

である。

こうした規範的に望ましい立憲ルールは各人

の既得権益が明らかになる以前の「無知のベー

ル」の下では「満場一致」に受け入れられるか

もしれない。しかし，現実の制度設計ではステ

イク・ホルダーらは自身の利害に対して無知で

あるわけではない。政治ゲームのルール作り（立

憲段階）も政治から独立ではありえないのであ

る（Dixit（１９９６））。

Ⅶ－２．制度改革は何故遅れるのか？

第Ⅲ節で述べたように政治過程が競争的であ

るならば「政治企業家」による政策革新（イノ

ベーション）として制度改革（政治ゲームのル

ールの見直し）が自ずと生じるという見解もあ

るだろう。仮に既存の政党が古い政策・制度に

固執するならば，より効率的な政策・制度を提

案して（「政治裁定」を駆使して）新規参入し

てくる政党・政治家に取って代わられることに

なる（Wittman（１９９５））。政治競争の下では非

効率（パレート劣位）な政策手段・制度は持続

しえないのである。この見解に従えば，持続し

ている制度や政策は一見，非効率にみえても，

次善の観点からみれば望ましい理由があるとい

うことになる２９）。

現実に自由な政治裁定を妨げるのが政治的

「取引費用」である（Dixit（１９９６））。人々の間

で現状を理解，評価するための「経済モデル」

が共有されておらず，よって現状認識（例：現

行の義務教育費国庫負担金の問題点）や望まし

い改革の方向（補助金を一般財源化するか，規

制緩和して交付金化するか）について合意に至

らないかもしれない３０）。改革に向けた交渉や議

論には時間とコストが費やされるだろう。また，

改革で損失を被る主体への補償に政府がコミッ

トできないかもしれない。Stigliz（１９９８）は補

償へのコミットメントの欠如をパレート改善可

能な改革が政治的合意に至らない理由として挙

２７）政治的意思決定システムの集権化を含む財政ルール，予算マネジメント改革については田中（２００４）が詳
しい。

２８）米国の自治体破産法（チャプターナイン）については白川（２００４）参照
２９）Banerjee，（１９９７）は red tape（煩雑な事務手続き）や汚職（正確には民間からの金銭授受の非合法化）を
「慈悲深い」政府による官僚への次善の統制手段としてあげている。また，「官僚主義的」手続きを議会（政
治家）による官僚支配のための制度設計として捉えている研究にはWeingast and Moran（１９８３）などがある。

３０）「黒板上の経済学」では全ての経済主体が真の経済モデルを理解していることが「仮定」されている。し
かし，現実には我々の経済モデルへの知識は限定的であり，未解決なままの「コーディネーション問題」（政
治裁定の余地）も多く残されていると考えるのが自然かもしれない（松山（１９９６））。

表８ 補助金の政治経済学と制度設計

規範からの逸脱理由 政治ゲームの帰結 改善のための制度改革＝政治ルールの変更（例）

利己的政府 財政移転の戦略的利用 奨励的・裁量的補助金の廃止

政策決定の分散化 レント・シーキング

利益誘導政治 補助金政策決定過程の集権化（トップ・ダウンによる政策決
定）２７）

コミットメントの欠
如

地方予算のソフト化 補助金政策への裁量の制限（配分基準の簡素化等）・ルール化
自治体破綻法制の整備２８）
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げている。同様の問題は Dixit and Londregan

（１９９５）によっても指摘されていた（第Ⅲ節の

議論を想起せよ）。

一方，Alesina and Drazen（１９９１）は歳出カ

ットや増税等，財政再建に関わる政策決定の権

限がステイク・ホルダー（例：省庁，特定利益

団体）の間で分散している（中央政府内部の政

策決定が分散している）とき，各ステイクホル

ダーは，他のステイクホルダーが自主的に既得

権益を放棄して再建に取り組むことを当てにし

て自身の権益は維持する「ただ乗り」の誘因を

持つことが財政再建を遅滞させるとした。この

War of Attritionゲームがもたらす「協調の失敗」

は，どのステイク・ホルダーにとっても望まし

くない。Howitt and Wintrobe（１９９５）は改革の

必要性（例：地方の裁量を高めるような補助金

改革）を提起することが，いわば「パンドラの

箱」を開けて政党間での政策競争を激化させて

しまい，結果的に自身の望まない政策（例：補

助金自体の廃止）が実現することを危惧する政

党・政治家が非効率的にも関わらず現状維持を

選好する（問題提起を避ける）可能性を指摘し

ている。

Fernandez and Rodrik（１９９１）は「現 状 維 持

バイアス」の生じる理由として（衢）改革からの受

益の不確実性，及び（衫）事前と事後の政治制約を

挙げている。事前的政治制約とは制度改革の着

手に対して政治的多数派からの合意が必要なこ

とであり，事後的政治制約とはその改革を継続

することへの政治的支持の要請である。制度改

革からの利益は予め知られていないとしよう。

その利益が明らかになる事後にはステイク・ホ

ルダーの過半数が受益者となるため事後的には

政治的に支持を得る（事後的政治制約を満たす）

ような改革であっても，事前の期待利得が彼等

にとってマイナスであるならば，その改革は着

手されない。逆に事前に改革への合意が形成さ

れていても，事後的に損失を被るステイク・ホ

ルダーが過半数を占めるならば，その改革は頓

挫しかねない。制度改革を実施，継続するには

両時点での政治制約を満たすことが要請される

一方，現状を維持するには，いずれか一つが充

足されなければ良い。従って，後者の方が政治

的に有利となるのである。

また，我が国のように（９０年代初頭は例外と

して）政権交代がなく，同一政党が政権に担う

場合，改革を掲げる政府は，現行の制度・政策

を担ってきた当事者でもある。改革は現行制度

の問題点（例：公社・公団の民営化であれば，

その財務状況）も露呈させるだろう。政策当事

者として政府（官僚・政治家）の責任・能力も

問われかねない。責任追及を回避するため，政

府は改革を議題にすること自体避け，現状維持

のままでも事態が好転するのを待つ（賭けに出

る）誘因を持つかもしれない。

Ⅶ－３．政治制約の克服？

改革の事前，事後に関わる政治制約を克服す

る戦略としては，（１）急進主義と（２）漸進主義が挙

げられる３１）。ただし，両アプローチの違いは制

度改革のグランドデザインではなく，改革を執

行していくスピード，順序にある。漸進主義で

あっても改革自体は包括的，抜本的でありうる

（佐藤（２００４））。Stiglitz（２０００）は制度改革の

原則として（ａ）最終目的の実現（例：地方の自立

や自治の強化など）には時間が要することを加

味して，その目的とリンクした中間的目標（例：

交付団体数，自治体の実績評価など）の設定と

合せて（ｂ）改革の執行順序とスピードへの留意

（漸進主義的改革戦略）を挙げている。

Dewatripont and Roland（１９９２）は複数の制度

改革を逐次的に実施する，あるいは制度改革の

範囲を順次拡大する（例：改革を構造改革特区

から全国に拡大，都市圏から始めて地方圏に拡

大）「漸進主義」のメリットとして，改革リス

クの軽減を強調する。改革は失敗するかもしれ

３１）制度改革の執行戦略，政治制約については移行経済学で盛んに研究されてきている。移行経済学について
は Roland（２０００）を参照のこと。
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ない。例えば，国庫補助負担金の交付金化（地

方の裁量の拡充）を当初から全国展開したり，

全ての補助事業（例：義務教育，医療・介護な

ど）を対象にしたりする場合，失敗のコスト（政

策的混乱や政治的責任の追及，改革撤回に要す

る機会費用など）も高くつくだろう。改革を構

造改革特区など一部の地域から，あるいは義務

教育等，一部のサービスからはじめ，そうした

部分的改革の成功を見極めてからその範囲を拡

大するならば，改革全体のリスクが減じられ，

事前に政治的合意も得やすいものと考えられる。

（厳密にいえば，構造改革特区・一部サービス

での改革の成功と残りの地域・サービスにおけ

る成功可能性に相関関係があることが前提であ

る。）不退転の決意の改革よりも，再考の余地

を残した改革の方が事前の政治制約を満たしや

すいわけだ。部分的改革の成功が明らかになれ

ば，事後的に改革への政治的支持も高まるもの

と考えられる３２）。また，Wei（１９９３）は，三位

一体の改革のような複数の制度改革（税源移譲，

交付税改革，国庫補助負担金改革）に着手する

場合，それらを順次執行する漸進主義は有力ス

テイク・ホルダーが結託して改革への抵抗勢力

を形成することを阻止しうるとしている（モデ

ルの詳細は佐藤（２００４）で紹介している）。Hag-

gard（２０００）も改革の成功条件の一つとして，

反対勢力が分裂していることを挙げている。

Ⅶ－４．財政移転制度改革の課題

政府間財政移転には分権的財政制度における

公平と効率を改善する（財政的不公平，財政的

外部効果等に起因する分権化の失敗を是正す

る）という機能がある。しかし，現実の政治（政

策決定・執行過程）がそうした規範的役割を充

足するとは限らない。国の過度な関与，票の獲

得目当ての補助金配のバラマキ，陳情合戦，あ

るいは地方の財政規律の弛緩などを招きかねな

いことは本稿で概観してきた通りである。政府

間財政移転（交付税・国庫補助負担金）を含む

公共政策は社会厚生最大化問題の「最適解」と

してではなく，利害当事者間（政治家・官僚，

自治体等）での政治ゲームの「均衡解」として

実現することは受け入れざるを得ないだろう。

上述のようにゲームの結果はゲームのルールに

依存する。したがって，ゲームのルールとして

の制度設計，例えば，（１）国が財源保障するべき

公共サービス・事業の限定・明確化，（２）補助金

政策決定の集権化，（３）補助金予算への Pay as

you go原則の適用等が重要になってくるので

ある。

無論，制度設計は白地に絵を描くようにはい

かない。制度の「経路依存性」については新制

度論でも指摘されている通りである。制度改革

は「望ましさ」だけではなく，政治的実行可能

性も問われなくてはならない（佐藤（２００４））。

ただし，政治的妥協を意味しているわけではな

い。改革への事前的合意と事後的持続可能性を

確保するためには移行経済学（Roland（２０００））

で強調されるように改革のデザインとともに執

行戦略ビックバン，漸進主義あるいはその組み

合わせ）が不可欠なのである。
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